
平成 25年 7月 23日

延岡市情報管理課

課長岩切貞樹様

延岡市区画整理課

課長工藤英文

（公印省略）

平成25年度行政財産使用料（本市区画整理課分）について（通知）

日頃より、本市区画整理事業にご協力いただき、誠にありがとうございます。

本市区画整理区域に関わる平成 25年度行政財産使用料に関しまして、

関係書類を送付いたしましたので、お忙しい中恐縮ですが、ご確認くださ

いますようお願い申し上げます。

ご不明な点等ごぎいましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

ロぃ＝＝ロ

1 .行政財産使用料

2.送 付 書 類

0円（賦課対象なし）

①行政財産使用許可書

（文責・お問い合わせ先）

延岡市区画整理課管理係後藤

電話 0982-22-7025

FAX 0982-23-1264 



行政財産使用許可書

延区第 4 6 号

平成 25年 7 月 1 6 日

延岡市情報管理課

課長岩切貞樹様

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

延 岡 市 長 首 藤 正

平成25年7月16日付で、申請のあった行政財産の目的外使用については、

次の条件を付して許可する。

使用許可財産名 市（区画整理課管理地）く三重C>. 建物

所 在 地 延岡市岡富町

使用 数 量 九電柱： 3本（共架）

使用 目 的 有線一般放送事業及び認定電気通信事業の用に供する為

使用期間 平成25年 7月 16日 ，、、d 平成26年3月31日

使 用 料 ／／／｜円｜納入期限｜

そ の 他

許可条件

l上記の使用目的に限り許可する。

2使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ) 公序良俗に反する場合 (3) 係員の指示に従わない場合

(2) 許可条件に違反する場合 (4) 市において必要とする場合

4使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に

書面で承認を受けなければならない。

5使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又

はき損したときは損害を賠償しなければならない。

6使用期聞が満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し

返還しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7その他
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平成 2~年ワ月本字日

住所宮崎県延岡市東本小路2番地l

延岡市企画部情報管理課

情報管理課長岩切貞樹 ⑫ 

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

1 行政財産の名称及び所在地
名称｜ 市有地

所在地｜ 延岡市岡宮町72門付近

の土地 2 建物 3. その他（ ） 

用 途｜有線一般放送事業及び認定電気通信事業の用に供する為

数量｜下記参照 ｜※埋設管布設の場合は叩記入

理由（詳細に）

九電柱： 401サ832・401サ841・401サ842 への共架

2 財産の種類

3 使用目的

占周期
間 平成25年7月16日～平成26年3月31日

条例のとおり

4 使用料

添付資料による

5 添付書類

担当：企画部情報管理課 長友和広

TEL 0982-22-7004 
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〔様式30〕申込書添付書類（電柱）

電柱番号： 401サ832

（電柱全体写真）

、「．
、・・＇－・ － 4・

（取付点拡大写真）

（電柱番号）

（装柱図）

ーココ高圧 1 5m以上

：ニ：：置：ごこ低圧 0. 75m以上

7. 3m 

・全体写真、電柱番号、取付点拡大写真の3部1組を提出して下さい。

・電柱全体写真または装柱図内に地上高、当社設備（変圧器、低圧線等）との離隔を明記。
（全体写真内に記入の場合は装柱図省略可）

・取付ポイントを赤色等で明示。 （原則としてアームの空き箇所に取り付けて頂きます）



〔様式30〕申込書添付書類（電柱）

電柱番号： 401サ841

（電柱全体写真） （電柱番号）

司司，

虫、ν
““

（取付点拡大写真） （装柱図）

三；；；：1：：：：：：低圧 0. 75m以上

九電光遺制

（既股腕金） I CATV 

8. 4m 

・全体写真、電柱番号、取付点拡大写真の3部1組を提出して下さい。

・電柱全体写真または装柱図内に地上高、当社設備（変圧器、低圧線等）との離隔を明記。

（全体写真内に記入の場合は装柱図省略可）

・取付ポイントを赤色等で明示。 （原則としてアームの空き箇所に取り付けて頂きます）



〔様式30〕申込書添付書類（電柱）

電柱番号： 401サ842

l〆

（電柱全体写真）

.• ~~~＂ h主司r市γーザ。., 
：~ヨz 、‘・、 d－，  

司す門；

｝~－＇ 
？～－． 

（取付点拡大写真）

f 

F’ 

＼ 

『＂＂＂＂＇

、，，
～・予よ

（電柱番号）

：トーで;t; 

（装柱図）

：コ高圧 1. 5m以上

二：二低圧 0. 75m以上

CATV 

8. 6m 

・全体写真、電柱番号、取付点拡大写真の3部1組を提出して下さい。

・電柱全体写真または装柱図内に地上高、当社設備（変圧器、低圧線等） との雌隔を明記。
（全体写真内に記入の場合は装柱図省略可）

・取付ポイントを赤色等で明示。 （原則としてアームの空き箇所に取り付けて頂きます）
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事務連絡

平成 2i)年2月ノg円

宮崎県北部港湾事務所長

港湾施設（荷さばき地等）使用許nJの更新申請について（通知）

日頃より県の港湾・漁港行政につきまして、御用解と御協力をいただ、き感謝申し上げ

ます。

さて、現I夜、別紙港湾施設（侍さばき地等）使用許可申請書で許可し－ている施設等の

許可期限は、平成 26{f3月31 Rまでとなっておりますので、許可期限後においても

使用される湯合には、別添の使用許可申請書の記載内容を縫認（必要に応じて修正）後、

申請人欄に押印の上、平成25年3月 1R （金）までに、当事務所に提出してくださいョ

また、更新手続をとらずに占用を継続されると、不法占用として関係法令により罰則

を科せられることがありますので、御注意ください＝）

なお、更新手続について、御不明な点がありましたら下記まで御述絡くださいコ

干 883-0062

宮崎県Uj白j市大字日畑原字新聞 17 3 7 1 -2 

宮崎県北部港湾事務所

（管照担当谷川）

TEL 0982-52-6366 





様式第3号（第8条関係）

港湾施設（荷さばき地等）使用許可申請書

平成年月日

北部港湾事務所長殿

申 号員室同 者

コ 一 ド

施 設

コ 一 ド

信 号 符 字

（コールサイン）等

使用数量

（使用面積）

使用予定

期 間

貨 物

備 考

申請者住 所延岡市東本小路2番地 1

氏 名 延 岡 市 長 首 藤 正 治

性別

生年月日

企画部情報管理課 :Gと五く ：.・:iぷ；

電話番号

（法人にあっては事務所の所在地、名称及び代表者氏名）

1.荷役犠械 2.上屋

施設の種類
3.荷さばき地 4.野積場

5. コンテナ用電源
6.その他（

施 設 名 称 熊野江港

船 名

延長5Om （共架、 NTT  使 用 区 画

柱2本）自営柱2本 （ 区 画 名 ）

平成25年4月1日 時 分から

平成功年a月31日 時 分まで

品名コード（コンテナ番号） 品名（コンテナ種別） 個数・トン数

使用の目的：ケープルテレビ線路網敷設

使用工作物の名称・構造・数量：延長5Om （共架、 NTT柱2本）自営柱2本

（注） (1) 該当施設番号をO印で囲み、施設の種類毎に記載して下さい。

(2) 上屋、荷さばき地文は野積場の使用許可申請の場合は、位l賢凶及び使用面積の求積凶を

添付して下さい。

(3) 法人にあっては事務所の所在地、名称、代表者氏名及び役員名簿（別記様式第 1号）を

提出すること。



様式第3号（第8条関係）

港湾施設（荷さばき地等）使用許可申請書

平成年月日
北部港湾事務所長殿

申 ヨ日三目三 者

コ 一 ド

施 設

コ 一 ド

信 号 符 字

（コールサイン）等

使用数量

（使用面積）

使用予定

期 間

貨 物

備 考

申請－者住 所延岡市東本小路2番地 1
ふりが．な

氏 名延岡市長首藤正治

企画部情報管理課 長友利広
性別
生年月日

電話番号

（法人にあっては事務所の所在地、名称及び代表者氏名）

1. 荷役機械 2.上毘

施設の種類
3. 荷さばき地 4.野積場

5. コンテナ用電源
6.その他（

施 設 名 称 延岡新港

船 名

延長 I, 978m （共架、
使 用 区 画 、

九電柱34本、 NT T柱8
（ 区 画 名 ）本）自営柱4本

平成25年4月 1日 時 分から

平成弱年明3（日 時 分まで

品名コード（コンテナ番号） 品名（コンテナ種別） 個数・トン数

使用の目的：ケープルテレビ線路網敷設

使用工作物の名称・僻造・数量：延長 I, 978m（共架、九電柱34本、 NTT

柱8本）自営柱4本

（注） (1) 該当施設番号をO印で囲み、施設の縄類毎に記載して下さい。

(2) 上屋、荷さばき地文は野積場の使用許可申請の場合は、位置図及び使用面積の求積図を

添付して下さい。

(3) 法人にあっては事務所の所在地、名称、代表者氏名及び役員名簿（別記様式第 1号）を

提出すること。
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事務連絡

平成 25年2月I3 Fl 

宮崎県北部港湾事務所長

中種漁港施設の 1~i川許 Iifの更新申請について Cl凶匁J)

日頃より県の港湾・漁港行政につきまして、御f里解と御協力をいただき感謝申し上げ

ますc

さて、現夜、別紙巾純漁港施設占用許可申請書：で許可している施設等の許可期限は、

平成 25年3月3l「lまでとなっておりますので、許可期限後においても使用される場

合には、別添の使用許可申請，1；：：の記載内容を縫認（必要に応じて修正）後、申請人欄に

押印の上、平成 26 {f 3月 1Fl （令）までに、当事務所に提出してください。

また、更新手続をとらずに占用を継続されると、不法占JtJとして関係法令により罰則

を科せられることがありますので、御注意ください。

なお、更新手続について、御不明な点がありましたら下記まで御述絡くださいc

干 883-0062

官｜崎県ult•J市大字 U 知照字新聞 1 7 3 7 1 -2 

寓崎県北部港湾事務所

（管用担当谷川）

TEL 0982-32-3:5()() 





甲種漁港施設占用許可申請書

年月日

宮崎県北部港湾事務所長殿

申請人住所延岡市東本小路2番地 1

氏名延岡市長首藤正治⑪

性別

生年月日

電話番号

情報管理諜

次のとおり甲種漁港施設において占用（占用工事）をしたいので、許可されるよう宮

崎県漁港管理条例第9条第 1項の規定により申請します。

占用施設の名称 南浦漁港安井地区

占用の場所 延岡市安井町

工作物設置等の
有 無

工作物の ケーブル線5Om （共架、九電柱 1
有無

． 
名 称 本）

占用の面積等 ケープル線5Om （共架、九電柱1本）

占用の目的 ケープルテレビ線路網敷設

占用 の 期 間
平成28舎5年年 4月1日から

平成2 3月31日まで

工事の期間 着手 年 月 日

（占用工事） 完了 年 月 日

占 用 料

（注）この申請書は、 1部提出すること。

添付書類 (1) 占用の場所を明示した平面図（縮尺500分の 1以上）及びその

占用の区域の実測求積図（縮尺500分の l以上）

(2) 占用工事の場合は、上記の書類のほかにその工事の設計書及び

図面



甲種漁港施設占用許可申請書

年月日

宮崎県北部港湾事務所長殿

申請人住所延岡市東本小路2番地 1
ふ り が な

氏名延岡市長首藤正治⑪

性 別

生年月日

電話番号

情報管理課

次のとおり甲種漁港施設において占用（占用工事）をしたいので、許可されるよう宮

崎県漁港管理条例第9条第 1項の規定により申請します。

占用施設の名称 島野浦漁港

占用の場所 延岡市島浦町

工作物設置等の
有 無

工作物の ケープル線上 0 7 7m （共架、九
有無

． 
名 称 電柱10本、 NTT柱 12本）

占用の面積等
ケープル線上 07 7m （共架、九電柱 1"0本、 NT T柱 12 
本）

占用の目的 ケープルテレビ線路網敷設

占用の期間
平成2：年年 4月1日から

平成2 3月31日まで

工 事の期間 着手 年 月 日

（占用工事） 完了 年 月 日

占 用 料

（注）この申請書は、 1部提出すること。

添付書類 (1 ) 占用の場所を明示した平面図（縮尺500分の l以上）及びその

占用の区域の実測求積図（縮尺500分の 1以上）

(2) 占用工事の場合は、上記の書類のほかにその工事の設計書及び

図面



甲種漁港施設占用許可申請書

年月日

宮崎県北部港湾事務所長殿

申請人住所延岡市東本小路2番地 1

氏名延岡市長首藤正治⑪

性 別

生年月日

電話番号

情報管理課

次のとおり甲種漁港施設において占用（占用工事）をしたいので、許可されるよう宮

崎県漁港管理条例第9条第 1項の規定により申請します。

占用施設の名称 島野浦漁港

占用の場所 延岡市島浦町

工作物設置等の
有 無

工作物の
0. 1 2rri （光ケーブル）

有無
． 

名 称

占用の面積等 o. 1 2m2 ＜光ケーブル）

占用の目的 ケーブルテレビ線路網敷設

平成25年 4月 1日から
占用の期間

平成2ゑ年 3月31日まで

工事 の 期 間 着手 年 月 日

（占用工事） 完了 年 月 日

占 用 料

（注）この申請書は、 1部提出すること。

添付書類 (1) 占用の場所を明示した平面図（縮尺500分の l以上）及びその

占用の区域の実測求積図（縮尺500分の l以上）

(2) 占用工事の場合は、上記の書類のほかにその工事の設計書及び

図面



甲種漁港施設占用許可申請書

年月日

宮崎県北部港湾事務所長殿

申請人住所延岡市東本小路2番地 1

氏名延岡市長首藤正治⑪－

性別

生年月日

電話番号

情報管理課

次のとおり甲種漁港施設において占用（占用工事）をしたいので、許可されるよう宮

崎県漁港管理条例第9条第 1項の規定により申請します。

占用施設の名称 島野浦漁港

占用の場所 延岡市島浦町

工作物設置等の
有 無

工作物の ケープル線 182m（共架、 NTT． 
有無 名 称 柱 2本）自営柱2本、支線 1本

占用の面積等
ケーブル線 182m（共架、 NTT柱 2本）自営柱2本、支線 1
本

占用の目的 ケーブルテレビ線路網敷設

占用の期間
平成25年 4月 1日から

平成2ゑ年 3月31日まで

工 事の期間 着手 年 月 日

（占用工事） 完了
、

年 月 日

占 用 料

（注）この申請書は、 1部提出すること。

添付書類 (1) 占用の場所を明示した平面図（縮尺500分の l以上）及びその

占用の区域の実測求積図（縮尺500分の l以上）

(2) 占用工事の場合は、上記の書類のほかにその工事の設計書及び

図面
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関 係各位

宮崎県北部港湾事務所長

漁港K域内における行為についての占用許可の更新申請（，ごついて（通知）

日頃より県の港湾・漁港行政につきまして、御用解と御協力をいただき感謝申し上げ

ます。

さて、現在、別紙漁港の区域内における行為についての許可申請書で許可している施

設等の許可期限は、平成 25 1下3月3l円までとなっておりますので、許可期限後にお

いても使用される上場合には、別添の使用許可申請書の記載内容を確認（必要に応じて修

正）後、申請人欄に押印の上、平成 25年 3月 lFl （令）までに、当事務所に提出して

ください。

また、史新手続をとらずに占用を継続されると、不法占用として関係法令により剖則

を科せられることがありますので、御注意ください。

なお、更新手続について、御不明な点がありましたら下記まで御連絡くださいコ

〒883-0062

官｜崎県U1111市大字U知黒字新開 17 3 7 1 -2 

宮崎県北部港湾事務所－

（管理担当谷川）

TEL 0982-52-5~166 





第7号様式（第 12条関係）

漁港の区域内における行為についての許可申請書

宮崎県北部港湾事務所長 殿

番 号

年月日

申請者 住 所延岡市東本小路2番地 1

氏 名 又 は 名 称 延 岡 市 長 首 藤 正 治 ⑫

情報管理課

下記のとおり漁港の区域内の水域（公共空地）において水面又は土地の占用を行いたい

ので、漁港漁場整備法第 39条第 1項の規定により、許可の申請をする。

記

1 漁港名 島野浦漁港

2 許可を受けようとする理由 ケープルテレビ線路網敷設

3 許可を受けようとする行為の内容

(1) 種類水面又は土地の占用

(2) 目的 ケープルテレビ線路網敷設

(3) 期間平成25年 4月1日から平均 2R坪 3月る！日

(4) 場所延岡市島浦町地先

(5) 商積 2 7. 2m2 

(6）数量光ケーブル

(7) 方法

備考

イ 種類欄には、工作物の建設又は改良、土砂の採取、土地の鋸削又は盛土、汚水の放

流又は汚物の放棄、水面又は土地の占用の別を記載すること。

ロ 数量欄は、工作物の建設若しくは改良又は水面若しくは公共空地の占用の場合には

記載しなくてもよい。

なお、汚水の放流の場合には、汚水の水質及び濃度ごとの数量、汚物の放棄の場合

には、汚物の種類ごとの数量を記載すること。

ハ 方法欄には、請負、委託等の方法により許可を受けた行為を行う場合に、請負人（予

定者）、受託者（予定者）等の氏名又は名称及び住所を記載すること。



シレイ 8026-3－熊8

延岡市東本小路2番地 1

延岡市長首藤正治

企画部情報管理課

住所

氏名

平成25年 2月20日付けで申請のあった港湾施設使用については、宮崎県港湾管理

条例第9条第 1項の規定に基づき下記により許可する。

宮崎県北部港湾事務所長？：

平成25年4月 1日

使用場所は、熊野江浴とし、申請図書の区域とする。

使別面積等は、延長5Om （共架、 NTT柱2本）自営柱2本とする。

使用目的は、ケーブルテレビ線路網敷設とし、他の用途に供することはできない。

使用期間は、平成25年4月 1日から平成28年 3月31日までとする。

使用料は、免除とする。

なお、使胤許可の期間中に使用料の額の改定が行われた場合には、新たな使用許可

を行うことなく改定後の額を適用する。

工作物設置工事は、申請図書により実施し北部港湾事務所長の監督を受けること。

使用の許可を受けた者は、北部港湾事務所長の指示に従い、住所、氏名、許可内特

及び許可期間を表示すること。

8 使用期間中であっても、港湾管理上の必要が生じたとき、文は港湾管理者が必要と

認めたときは、許可を取り消し、文は許可条件を変更することがある。この場合に生

じた損失は補償しない。

使用の許可期間が満了したとき、当該許可を取り消されたとき、その他使用を廃止

したときは、自己の負担において工作物を撤去して原形に復し、使用廃止屈を港湾管

理者に提出すること。

使用の許可を受けた港湾施設において、許可内容以外の工作物の新築、改築、増築

及びその他の行為は、許可を受けずに行ってはならない。

使用に起閃して第三者に損害を与え、文は第三者との聞に紛争が生じたときは、自

己の負担において損害を賠償し又は紛争を解決すること。この場合には、遅滞なく港

湾管理者に届けIUること。

12 上記各項のほか、港湾関係法令及びその他の関係法令を巡守すること。

戸
い－一＝ロ
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住所延岡市東本小路2番地 1

氏名延岡市長首藤正治

企阿部情報管理課

平成25年 2月20日付けで申請のあった港湾施設使用については、宮崎県港湾管理l

条例第9条第 1項の規定に基づき下記により許可する。

平成25年4月 1日
－
 

l

t

’
 

f
 

宮崎県北部港湾事務所長

‘ ’ V 

'' - ，.ー, ＇＇，・I ＇、，｝
寸

H
い＝＝ロ

1 使則場所は、延岡新港とし、申請図書の区域とする。

2 使別面積等は、延長 I. 978m （共架、九電柱34本、 NT T柱8本）白営柱4

本とする。

3 使用目的は、ケープルテレビ線路網敷設とし、他の用途に供することはできない。

4 使用期間は、平成25年4月1日から平成28年 3月31日までとする。

5 使則料は、免除とする。

なお、使用許可の期間中に使用料の額の改定が行われた場合には、新たな使用許可

を行うことなく改定後の額を適用する。

6 工作物設置工事は、申訪・凶書により実施し北部港湾事務所長の監督を受けること。

7 使用の許可を受けた者は、北部港湾事務所長の指示に従い、住所、氏名、許可内容

及び許可期間を表示すること。

8 使用期間中であっても、港湾作用上の必要が生じたとき、文は港湾作用！お・が必要と

i認めたときは、許可を取り消し、文は許可条件を変更することがある。この場合に生

じた侃失は補償しない。

9 使用の許可期間が満了したとき、当該許－可を取り消されたとき、その他使用を廃止

したときは、向己の負担において工作物を撤去して原形に復し、使用廃止同を港湾管

理者に提出すること。

10 使用の許可を受けた港湾施設において、許可内容以外の工作物の新築、改築、増築

及びその他の行為は、許可を受けずに行ってはならない。

11 使用に起閃して第三者に損得を与え、文は第二三者との聞に紛争が生じたときは、向

己の負:f1:J.において損古を賠償しXは紛争を解決すること。この場合には、遅滞なく港

湾管理者に届けIHること。

12 上記各項のほか、港湾関係法令及びその他の関係法令を遵守すること。



シレイ 8026-4－南 12 

住所延岡市東本小路2番地 1

氏名延岡市長首藤正治

情報管~H謀

平成25年2月20日付けで申請のあった漁港施設の占用については、宮崎県漁港管坪．

条例第9条の規定に基づき下記により許可する。

平成25年4月 1日
1,-a、I ( 1 ・：；.； 1..1

'M崎県北部港湾事務所長’；.~~；三γ

日己

1 使用場所は、南浦漁港安井地区とし、申請書添付図面の区域とする。

2 使用面積等は、ケープル線5Om （共架、九電柱 1本）とする。

3 使用目的は、ケープルテレビ線路網敷設とし、他の用途に供することはできない。

4 使用期間は、平成25年 4月 1Bから平成28年 3月31日までとする。

5 使用料は、免除とする。

なお、使用許可の期間中に使用料の額の改定が行われた場合には、新たな使用許可

を行うことなく改定後の額を適用する。

6 工作物施設工事は、中請吉・関吉により実施し北部港湾事務所長の監督を受けること。

7 使用の許可を受けた者は北部港湾事務所長の指示に従い、住所、氏名、許可内容及

び許可期間を表示すること。

8 使用期間中であっても、漁港管理上の必要が生じたとき、父は知事が必要と認めた

ときは、当該許可を取り消し、又は許可条件を変更することがある。この場合に生じ

た損失は補償・しない。

9 使用許可期間が満了したとき、当該許可を取り消されたとき、その他使用を廃止し

たときは、自己の負担において工作物を撤去して原形に復し、使則廃止届を港湾管理

者に提出すること。

I 0.使朋の許可を受けた漁港施設において、許可内容以外の了．作物の新築、改築、増築

及びその他の行為は、許可．を受けずに行ってはならない。

11 使別に起因して第三者に損害を与え、文は第三者との問に紛争が牛．じたときは、白

己の負担において煩害を賠償し又は紛争を解決すること。この場合は、遅滞なく漁港

管用者に届け出ること。

12 J－.記各項のほか、漁港関係法令を遵守すること。



シレイ 8026-4一島23

延岡市東本小路2番地 1

延岡市長前藤正治

情報管理課

所

名

住

氏

平成25年 2月20日付けで申請のあった漁港施設の占用については、宮崎県漁港管理

条例第9条の規定に基づき下記により許可する。

; Y: l~Ijじ！
宮崎県北部港湾事務所長 fだき！

平成25年4月 1日

1 使用場所は、島野浦漁港とし、申請書添付図面の区域とする。

2 使則面積等は、ケープル線 1. 077m （共架、九電柱 10本、 NTT柱 12本）

とする。

3 使用目的は、ケープルテレビ線路網敷設とし、他の用途に供することはできない。

使用期間は、平成25年 4月 1日から平成28年 3月31日までとする。

使用料は、免除とする。

なお、使用許可の期間中に使用料の額の改定が行われた場合には、新たな使用許可

を行うことなく改定後の額を適用する。

工作物路設工事は、申請書図書により実施し北部港湾事務所長の監督を受けること。

使用の許可を受けた者は北部港湾事務所長の指示に従い、住所、氏名、詳可内容及

び許可期間を表示すること。

使用期間中であっても、漁港管:lffi上の必要が生じたとき、文は知事が必要と認めた

ときは、当該許可を取り消し、文は許可条件を変更することがある。この場合に生じ

た損失は補償しない。

使用許可期間が満了したとき、当該許可を取り消されたとき、その他使用を廃止し

たときは、自己の負担において工作物を撤去して原形に復し、使用廃止崩を港湾管理

者に™t-Hすること。

10.使用の許可を受けた漁港施設において、許可｜人！容以外のi作物の新築、改築、増築

及びその他の行為は、許可を受けずに行ってはならない。

11 使用に起閃して第三者に損害を与え、又は第三者との間に紛争が生じたときは、自

己の負J士1において損古を賠償し又は紛争を解決すること。この場合は、遅滞なく漁港

管理者に届け出ること。

12 上記各項のほか、漁港関係法令を遵守すること。

戸い＝＝ロ

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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延岡市東本小路2番地 1

延岡市長首藤疋治

情報管理課

平成 25年 2月20日付けで中請のあった漁港施設の占朋については、宮崎県漁港管理

条例第9条の規定に基づき下記により許可する。

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ir／：‘‘！ 

宮崎県北部港．湾事f寿所長‘’~·~；芝字！
~ • : ,. ！五件ii

平成25年4月 1日

記

使用場所は、島野浦漁港とし、申請書添付図面の区域とする。

使用面積等は、 0. 1 2m2 （光ケープル）とする。

使用目的は、ケープルテレビ線路網敷設とし、他の用途に供することはできない。

使用期間は、平成25年 4月1日から平成28年 3月31日までとする。

使用料は、免除とする。

なお、使用許可の則問中に使用料の額の改定が行われた場合には、新たな使用許可

を行うことなく改定後の額を適用するo

工作物施設工事は、申請書凶書により実施し北部港湾事務所長の蛇督を受けること。

使用の許可を受けた者は北部港湾事務所長の指示に従い、住所、氏名、許可内容及

び許可期間を表示すること。

使用期間中であっても、漁港管理上の必要が生じたとき、文は知事が必要と認めた

ときは、当該許可を取り消し、又は許可条件を変更することがある。この場合に生じ

た損失は補償しない。

使用許可期間が満了したとき、当該許可を取り消されたとき、その他使用を廃止し

たときは、向己の負担において工作物を撤去して原形に復し、使用廃止届を港湾管理

者に提出すること。

I 0. 使用の許可を受けた漁港施設において、許－可内容以外の工作物の新築、改築、増築

及びその他の行為は、許－可を受けずに行ってはならない。

11 使用に起閃して第三者に損害を与え、文は第三者との聞に紛争が生じたときは、向

己の負抑において損得を賠償し文は紛争を解決すること。この場合は、巡滞なく漁港

管理者に届けU＼ること。

12 上記各項のほか、漁港関係法令を遵守すること。



シレイ 8026-4－烏22

住所延岡市東本小路2番地 1

氏名延岡市長首藤 E治

情報管理課

平成25年 2月20日付けで申請のあった漁港施設の占用については、宮崎県漁港管理

条例第9条の規定に基づき下記により許可する。

平成25年4月 1日
r , .＇町 γ！』レ！r. ,. 、戸川

宮崎県北部港湾事務所長；

I>,:':': ,t_::}: 
戸
い＝＝ロ

1 使用場所は、島野浦漁港とし、申請書添付図面の区域とする。

2 使用面積等は、ケープル線 18 2 m （共架、 NT T柱 2本）自営柱2本、支線 1本

とする。

3 使用目的は、ケープルテレビ線路網敷設とし、他の用途に供することはできない。

4 使用期間は、平成25年 4月 1円から平成28年 3月31日までとする。

5 使用料は、免除とする。

なお、使用許可の期間中に使用料の額の改定が行われた場合には、新たな使用許可

を行うことなく改定後の額を適用する。

6 工作物施設工事は、申詩書図書により実施し北部港湾事務所長の監督を受けること。

7 使用の許可を受けた者は北部港湾事務所長の指示に従い、住所、氏名、許可内容及

び許可期間を表示すること。

8 ｛史用期問中で、あつても、漁港管即

ときは、当該．許可を取り消し、文は許可条件を変更することがある。この場合に生じ

た損失は補償しない。

9 使用許可期間が満了したとき、当該許可を取り消されたとき、その他使用を廃止し

たときは、向己の負担において工作物を撤去して原形に復し、使用廃止崩を港湾管理

者に挺出すること。

10. 使用の許可を受けた漁港施設において、許可内容以外のi作物の新－築、改築、噌築

及びその他の行為は、訂－可を受けずに行ってはならない。

11 使用に起閃して第三者に損害を与え、文は第云者との聞に紛争が生じたときは、自

己の負抑．において損害を賠償しメは紛争を解決すること。この場合は、遅滞なく漁港

管理者に届けIUること。

12 上記各項のほか、漁港問係法令を遵守すること。



シレイ 8026-19一波t24 

住所延岡市東本小路2番地 1

氏名延岡市長首藤正治

情報管理課

平成25年 2月20日付けで申請のあった漁港区域（水域）の占用については、漁港

漁場整備法第39条第 1項の規定に基づき下記により許可する。

平成25年4月1日 ！？ガ，i・＇・，一日予！
i 、’・.＜；、 J;.;i 

宮崎県北部港湾事務所長 ! 

寸
戸

U
コ44U

1 使用場所は、島野浦漁港とし、中諸岡書の区域とする。

2 使用面積等は、 27. 2 m2とする。

3 使用目的は、ケープルテレビ線路網敷設とし、他の用途に供することはできない。

4 使用期間は、平成25年 4月 1日から平成28年 3月31日までとする。

5 使用料は、免除とする。

なお、使用許可の期間中に使用料の額の改定が行われた場合には、新たな使用許可

を行うことなく改定後の額を適用する。

6 工作物設置工事は、申請図書により実施し北部港湾事務所長の監督を受けること。

7 使用許可を受けた者は、北部港湾事務所長の指示に従い、住所、氏名、許可内容及

ぴ許可期間を表示すること。

8 使用期間rj1であっても、漁港管理上必要を生じたとき、または漁港管理者が必要

と認めたときは、当該許可を取消し、または許可条件を変更することがある。なおこ

の場合に坐じた煩失は補償しない。

9 使用期間が満了したとき、当該許可を取り消されたとき、または許可に係る行為を

廃止したときは、自己の負担において直ちに工作物を撤去し、許可区域を現形に復す

ること。

10 使凡jの許可を受けた漁港施設において、許可ないよう以外の耕作物の新築、改築、

増築及びその他の行為は、許・wrを受けずに行ってはならない。

11 使用許可．に起因して第三者に損害を与え、または第三者との問に紛争が牛．じたとき

は、自己の負担において煩害を賠償し、または紛争を解決すること。この場合は遅滞

なく漁港管煙者に届け出ること。

12 上記各項のほか、漁港関係法令及びその他の関係法令を遵守すること。
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延岡市長首藤正治様

平成年月 日

申請者

住所 延岡市茨木小路2番地1
氏名 情報管理課長山本武之 印

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

1 行政財産の名称｜名 称｜島浦簡水用調整池

及び所在地｜所在地｜延岡市熊野江町2442

2 財産の種類｜① 土地 2建物 ③ その他（信号線柱）

3 使用 目的｜用途｜①通信柱②通信ケープ、ルの共架

①鋼管柱 1本
数量｜ （φ138 ZC-8) 

②光ファイパーケーブル
10本（φ20 約300m)

※埋設管布設の場
合には口径も記
入のこと

理由（詳細に）
引き続き使用するため

期間 ． ／ 

平成z~年4 月 1 日～平成Jb 年 3 月 3 1日

4 使 用 料｜延岡市財産条例による。

5 添付書類

当初許可無償No.36



V似た

延岡市情報管理課長

平成;it年3 月

を付して許可する。

1 使用許可財産名

2 所 在 地

3 使用数量

4 使用 目 的

5 使 用 期 間

6 使 用 料

7 そ の 他

行政 財 産 使 用 許 可 書

延水第 A' 2-3 号

平成 ;2-1年 4月 1日

様

延岡市長首藤正治

日付で、申請のあった行政財産の目的外使用については次の条件

島浦簡水用調整池の ①本柱 ②本柱への共架

延岡市熊野江町2442

① 1本②10本

島浦への通信ケーブル設置用

平成 年4月 1日 ～ 平成 年 3月 31日

減免

当初許可無償No.36 

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ) 公序良俗に反する場合 ( 3 ) 係員の指示に従わない場合

( 2) 許可条件に違反する場合 (4) 市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認を受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間が満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し返還

しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7 その他
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延岡市長首藤正治様

平成年月 日

申請者

住所 延岡市東本小路2番地1
氏名 信枝管理課長山本武之 印

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

1 行政財産の名称 名称 島浦筒水用既設柱

及び所在地 所在地 延岡市島浦町52-4

2 財産の種類 1土地 2建物 ③その他（ 本柱 ） 

3 使用 目 的 用途 有線テレビジョン放送線の本柱への共架

数量 1本 ※埋設径管布も設記の場合に
は口 入のこと

理由（詳細に）

引き続き使用するため。

期間

平成 z.~年4 月 1 日～平成26-年 3 月 3 1日

4 使 用 料 延岡市財産条例による

5 添付書類

当初許可無償No.41



行 政財産使用許可書

似た 諮引年~~ i! 
延岡市情報管理課長 様

延岡市長首藤正治

平 成年月

を付して許可する。

日付で、申請のあった行政財産の目的外使用については次の条件

1 使用許可財産名 島浦簡水用既設柱

2 所 在 地 延岡市島浦町52-4

3 使 用 数 量 1本分

4 使用 目 的 有線テレビジョン放送線の本柱への共架

5 使 用 期 間 平成 年4月 1日 ～ 平成

6 使 用 料 減免

7 そ の 他 当初許可無償No.41 

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

年 3月 31日

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ) 公序良俗に反する場合 ( 3) 係員の指示に従わない場合

( 2) 許可条件に違反する場合 ( 4) 市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認を受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間が満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し返還

しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7 その他



平成25年 2月 1日

課所長各位

水道課長玉利富士夫

平成 25年度の行政財産使用許可について（お願い）

別紙「行政財産使用許可書Jに係る使用期間がまもなく満了いたします。

つきましては、平成25年度も引続き使用許可を希望される場合は、同封の行政財産使用許可申請書

を下記の提出期限までにご提出くださいますようよろしくお願いいたします。

記

提出塑限 平成25年 3月 15日

取扱担当

延岡市上下水道局水道課

計画係中野

T乱 0982-21-2381

Fax 0982-21-4947 



行 政財産使用許可書

延水第 フ 号

平成 25・年 4月 1日

延岡市情報管理課長 様 r~＇.~＼T,=7［三百
延岡市長首藤正r~：：urn:s;r：~~~~~1 

！長tllil~~I
平成25年斗月 Lf.日付で申請のあった行政財産の目的外使用については次の条件一一

を付して許可する。

1 使用許可財産名 島浦簡水用調整池の ①本柱 ②本柱への共架

2 所 在 地 延岡市熊野江町2442

3 使用数量 ① 1本②10本

4 使用 目 的 島浦への通信ケーブル設置用

5 使 用 期 間 平成25年 4月 1日 ～ 平成 26年 3月 31日

6 使 用 料 減免

7 そ の 他 当初許可無償No.36 

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ) 公序良俗に反する場合 ( 3 ) 係員の指示に従わない場合

( 2) 許可条件に違反する場合 (4) 市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認を受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間が満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し返還

しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7 その他



行 政財産使用許可書

延水第 γ 号

平成 25年河月 1日

延岡市情報管理課長 様 ~：子育i：三二l

延岡市長首藤正治限匂闘
同三戸n1nv、1こ：l
I むとi設とl~j 

平局25年よ月ザ日付で申請のあった行政財産の目的外使用については次の新一一一’

を付して許可する。

1 使用許可財産名 島浦簡水用既設柱

2 所 在 地 延岡市島浦町52-4

3 使用数量 l本分

4 使用 目 的 有線テレビジョン放送線の本柱への共架

5 使用期間 平成 25年4月 1日 ～ 平成26年 3月 31日

6 使 用 料 減免

7 そ の 他 当初許可無償No.41 

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1) 公序良俗に反する場合 ( 3) 係員の指示に従わない場合

( 2) 許可条件に違反する場合 ( 4) 市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認を受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間が満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し返還

しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7 その他



ー問主d~

課室名 情報管理課

起 案 日 平成25年2月1日 決 裁 日 平成広年L月1日

課 内 検 討 者 決裁 者

担当者
起案 情報管 理
責任者 課長

副主幹兼
情報開発係長

⑧ 、ー筒レ ii、

Tel 2138 

3遅5幹刻慾管課理長係綱長佐 意見

（寄 ’w守院予5白＼} 

庶務担当 A口、 議 者

i失，，~－..~ 管財課長
、、二・・J.‘L．， ゐ.J 

ファイリング
公印 争）マネーγャー

レ／I/ 
意見

色e
広報のべおかへの掲載 否 ホームページへの掲載 否

件名 : ＇，財産（物品）貸付書の発行について（伺い）
＼」J

NTT西日本 宮崎支店より申請のありました北川町長井における本市自営柱への

共架につきまして、下記のとおり貸し付けます。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．－．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

＜裏面に続く＞
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 



．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

記
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．
1. 貸し付けようとする財産

自営柱（電柱番号： G15-03、G1 5 -0 4) 計2本
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

2. 申請者の住所及び氏名

宮崎市広島1丁目 5番3号
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

西日本電信電話株式会社宮崎支店長

代理人 NTT西日本一九州 宮崎事業部設備部長

3.貸付の目的

配線ルートの変更のため

4.貸付期間及び条件

( 1 ）貸付期間 平成25年2月1日～平成25年3月31日

－ 

・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

(2）条件 貸付書（案）に記載

5.共架予定の自営柱の強度について

（株）ケープルメディアワイワイによる強度計算の結果、別紙のとおり共架は可能

との回答で、あ．った。

6.貸付料（年額）及びその算定根拠

0電柱共架料
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

→ 算定にあたっては、 NTT電柱添架料を基準と市、実際の共架期間

(2月～3月）を考慮する。 ， 

－；－・ …－－－…・γH・H・ ア・・

※ 自営柱： 2本x・l, 260円（年）×（2ヶ月／ 12ヶ月）＝ 420円

7 .財産（物品）貸付書案

別紙「財産（物品）貸付書Jのとおり

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 



財 産（物品）貸付書

延情管第 111 ロ写

平成 25 年之月／ 日

西日本電信電話株式会社

宮崎支店長

代理人 NTT西日本ー九州

宮崎事業部設備部長 様

延岡市長 首藤正治

平成25年1月29日付で申請のあった下記物品の貸付については、次の条件を付し

て貸し付ける。

貸 付 施 設
自営柱（電柱番号； G15-03、G1 5-04) 

2 所 在 地 延岡市北川町長井

3 貸付数量 自営柱2本

4 貸 付 目 的 配線ルート変更のため

5 貸付期間 平成25年2月1日 ～ 平成25年3月31日

6 貸 付 料 420円 ｜納付期限 平成25年3月31日

7 そ の 他

《許可条件》

1 上記の貸付目的に限り貸し付ける。

2 貸付施設を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ) 公序良俗に反する場合 (3) 係員の指示に従わない場合

(2) 貸付条件に違反する場合 (4) 市において必要とする場合

4 貸付施設の原形を変更するとき又は、目的の変更をするときは事前に書面で承認を

受けなければならない。

5 借受人は、その責に帰する理由により、貸付施設の全部又は一部を滅失し又はき損

したときは損害を賠償しなければならない。

6 貸付期間が満了したとき、又は、貸付を取り消したときは速やかに原状に回復し返

還しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。



財産（物品〉貸付申請書

N西九勝サ総第~／併号
平成近年／月月 日

延岡市長 首議正治様
守880・0806

宮崎市広島1丁目5番3号
西日本電信電話株式会社宮崎支均~~·』、＼

支店長池尻橋重量

か~x 〒880弧 06宮崎市側丁目5番3号

一線NTT西日本一九州宮崎事業部
・・・・・・’I'EL0985-23-8458 

下記のとおり財産〈物品〉を使用したいので、許可くださるよう申篇します。

貸付施段 自営柱〈電柱番号： GlS-03,GlS-04)

・2 所 在 地 延岡市北川町長井

3 貸付数量 自営柱（2本）

4 貸付目的 配線ル－~変更のため
． － ． 

5 貸 付 期 間 平成年 月初日～平成却炉／日

一一無償

6 貸 付 料
障希望する場合はその理由

7 そ の 他



（様式1)

．第ケ'2$lー／号

平成λf一年 ／ 月 ,g日

干882-0812
延岡市東本小路 2-1

延岡市市役所企画部

情報管理課長 様

宮崎市広島 1丁目5番3号

西日本電信電話株式会社
宮崎支店長

代理人 NTI西日本一九州

宮崎事業部設備部長

込白山
1用共設施線電 （匿璽・弱弱・特高）

1.共架区 分

実 施 廃 止 架設物変更 電 柱 番 ・E軍ヲヨ

コンクリート柱 本 本 本
木 柱 本 本 本
金 属 柱 2本 本 本 自営柱 G15-03、自営柱 G15-04 
＇€』:i 計 2本 本 本

2.その他

場 所

共架設備
ケープルは外形（mm）も記入

工事名（工事計画番号）

工事予定時期

連絡先担当者

延岡市長井町 ビル名 北 Jll
0.65-1オクソトセン

( 8.2mm) 

宮崎エリアサービス総合工事 No. 635185 ( 2431199 ) 
平成 25年 2月 1日着工 平成 25年 2月 22日峻ヱ

NTT西日本一九州宮崎事業部段備部サービス総合担当
TEL 0985-23-8458 担当者

その他必要 事項 ｜ 設計担当西日本システム建段（縁） TEL 0982ー37ー0935
（設計図は別紙のこと） ｜ 担当者：

（注） NTTが九電柱へ共架する場合はピル名及びケーブル外径を包蔵する。（ケープル1-00胴） （ケープル2ベOOmrn)

九電が共架する電線の外径は別紙換算表による．

上記申込については、下記により承錯します。

実 施

新役 建替 改 造 廃 止 架設物変更 電 柱番号

コンクリート柱 本 本 本 本 本

木 柱 本 本 本 本 本

金 属柱 本 本 本 本 本

計 本 本 本
~』:i 計 本 本 本

工事費用（申込者負担分） 円 （工事内訳書、鯖求書は別紙のとおり）

平成
第
年 月

号
日

宮崎市広島 1丁目5番3号

西日本電信電信株式会社

宮崎支店長

代理人 NTT西日本一九州

宮崎事業部設備部長 様

干882-0812
延岡市東本小路 2-1

延岡市市役所企画部

情報管理課長 ⑮ 

（連絡者氏名 TEL 



電線施設共用（（実施）・廃止・架設物変更）設計図

CP@)-

－~ cP＠）一一一「 CP SPーー一一「 CP SP -一一「 CP SP -一一「

一丁※表示ー記ブ 号
CATV 一一 CATV 一一 CATV ーー-T CATV 一一 CATV -

0 新撤既設去設ケ ル・ケーブル 6.0 
.A ケーブル

電 柱 番 号 自営柱 G15-03 自営柱 G15-04 

NT T電柱番号 川坂幹 74L6R5 川坂幹 74L6R7・0.65-1オクソトセン（ 8.2mm) ・0.65-1オクソトセン（ 8.2mm) 
※ケーブル種別
及び外径（ mm)

記 事 川坂幹 74L6R4～47m 川坂幹 74L6R6～39m

CP SP一一
~ 

CP SPーー
~ 

CP SP一一
~ 

CP SP一一
A CP SP一一一一「

※表示ー記ブ 号
CATV ーー一十 CATV 一一一丁 CATV 一一一丁 CATV -一丁 CATV ーー一下

0 新撤既設設去ケ ル・ケーブル
.A ケーブル

電 柱 番 号

NT T電柱番号

※ケーブル種別
及び外径（ mm )

記 事
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電 ロ
守柱 番

北JII：自営柱 G15-04 

オプトス番号

635185 

工事管理番号

2431199 
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a用管理室が一…〕》
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e
当号⑧

株式会社ケーブルメディアワイワイ

代表取締役社長 松居 龍様

延岡市長 首藤正治

自営柱への設備共架の照会について

標記の件につきまして、 NT Tより下記のとおり設備共架の申し出がありました。

つきましては、強度計算を実施いただき、共架の可否についてご回答いただきますよう

お願い申し上げます。

記

1 貸付施設 自営柱： 2本（電柱番号： Gl 5-03, Gl 5-04) 

2 所在地 延岡市北川町長井

3 共架設備 0.65ーはりトセン 8.2mm 

4 添 付 書 類 設計図、位置図、写真

文書取扱：企画部情報管理課情報開発係

（電話） 22-7004 



』

第 12205 号

平成25年 2月！ 日

延岡市長首藤正治殿

自営柱への設備共架の照会について（回答）

平成25年 1月 30日付け文書番号延情管第 125号「自営柱への設備共架の照会についてj

について、下記の通り回答致します。

記

1. 添架の可否 添架可否判定表 〈添付書類 1)

2.所在地 延岡市北川町長井川坂

3. 添架設備 NTT通信ケーブル汐ト径8.2mm)

4. 添付書類 計算結果 （添付書類。

5. 問い合わせ先

干882-0872 延岡市愛宕町2丁目 1番地 12

株式会社ケーブルメディアワイワイ

技術部

TEL (0982) 29 - 2396 （技術部直通）

FAX (0982) 22 - 2978 

以上



十．

添架可否判定表

所在地

1 I延岡市北川町長井川坂

2 I延岡市北川町長井川｜坂

(1) G15一03

強度計算の結果

電柱番号

G15・03 

G15・04 

計算結果

電柱の設計荷重 9.98kN 

電柱にかかる負荷荷重 3.83kN 

判定結果

可

可

電柱の設計荷重 ＞ 電柱にかかる負荷荷重となる為、共架可能

(2) Gl 5-04 

強度計算の結果

電柱の設計荷重 9.98kN 

電柱にかかる負荷荷重 4.04kN 

電柱の設計荷重 ＞ 電柱にかかる負荷荷重となる為、共架可能

［添付書類 1]

備考
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行政財 産 使 用 許 可 申 請 書

、

延岡市教育長 様

延情管第 ！SS 号

平成 25年 3月 ）＿ 1 日

申請者

住所延岡市企画部情報管理課

氏名課長山本武之 印

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

1 行政財産の名称 名称 延岡市立島野浦小学校敷地、延岡市立島野浦中学校敷地

及び 所 在 地 所在地 延岡市島浦町 14-7,322-4

2 財産 の 種 類 ① 土地 2建物 3 その他（

3 使用 目 的 用途 延柱及岡市ケープ、ルテレきビ続運用伝事業送に伴をい架、す学校る敷地内の九電
びNT T柱に引 き 線共

数量 九電柱l本、 NT T柱3本 ※埋設記管布設の場合には口径
も入のこと

理由（詳細に）

市内の伝情送報格路設差備是正のために行ったケーブルテレビ‘エリア拡大事
業に伴う

4 ｛吏 用 料 条例のとおり

5 添付書類



様式第7号（第16条）

行政財産使用 許可 室田

延教総第 2-11 号
平成 25年 4月 1日

延岡市企画部
情報管理課長

岩切貞樹様 延岡市教育長町田~；，.·f ] 
平成 25年 3月 21日付けで申請のあった行政財産の目的外使用についてぽ次のー

条件を付して許可する。

1. 使用許可財産名 延岡市立島野浦小・中学校 土地

2. 所 在 地 延岡市島浦町14-7・322-4

3.使 用 数 量 九電柱l本、 NTT柱3本

4.使 用 目 的 CATVエリア拡大事業に伴う伝送路設備

5.使 用 期 間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31 日

6.使 用 料 免除 納付期限

7.そ の 他

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のーに該当するときは、許可を取消又は変更することがある。なお、取消

変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ）公序良俗に反する場合 ( 3 ）係員の指示に従わない場合

( 2) 許可条件に違反する場合 (4）教育委員会において必要とする場合

4使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認を受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間が満了したとき又は、許可を取り消したときはすみやかに原状に回復し返

還しなければならない。ただし、教育長が承認したときは、この限りでない。

7 そ の他
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延岡市企画部情報管理課

課 長山本武之様
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延岡市下水道課長 井上和宣

（公印省略）

行政財産使用許可申請について

日頃より、本市の下水道事業にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

さて、貴殿が使用しております、下記の行政財産につきまして、平成25年 3月 31日付けで

許可期間が満了いたしますので、引き続き使用される場合は、別紙、行政財産使用許可申請書を

ご確認、押印の上、平成25年 3月 22日（金）までに提出していただきますよう、よろしくお

願いいたします。また、使用物件に廃止・変更等がある場合は下記までご連絡ください。

記

公有財産の名称 公有財産の所在地 使用数量 使用目的

大野農業集落排水処理場 延岡市大野町1554番地12 鋼管柱 1本
ケーブルテレビ

線路設備

川水流地区農業集落排水施
延岡市北方町J，，水流卯1646番2 鋼管柱 1本

ケーブルテレビ

設第8号中継ポンプ場 線路設備

｛文書取扱］

延岡市本小路 77番地 1

延岡市上下水道局下水道線施設係

TEL 0982-22-7024 

FAX 0982-21-9804 

（担当黒木浩二）
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行政財 産使用許可申請書

延岡市長首藤正治様

平成25年 3月／よ日

申請者

住所

氏名
民！？？？？；万三；ノトEt2存地］

情；段管理.rn長山本武

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

の

称

地

一

類

産

在

一

種

財

所

一
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財
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名称 ｜大野町農業集落排水処理場

所在地｜延岡市大野町1554番地 12 

①土地 2 建物 3 その他（

3 使用目的 ｜用途 ｜延岡市ケーブルテレビエリア拡大事業に伴う線路設備

｜ l※埋設管布設の場合には口径も
数量 ｜ 1本（綱管柱） ｜ 記入のこと

理由（詳細に）

使用期間平成25年4月 1日～平成26年3月 31日

4 使用料 条例のとおり

減免を希望する場合はその理由

5 添付書類
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行政財産使用許可申請書

延岡市長首藤正治様

1 

2 

3 

4 

5 

申請者

住所

氏名

平成25年 3月 I2.日

延岡市東本小路2番地1

情報管理課長 山本武

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

行政財産の 名称 川｜水流地区農業集落排水施設第8号中継ポンプ場内鋼管柱

名 称

及び所在地
所在地 延岡市北方町川水流卯 16 4 6番 2

財産の種類 1土地 2建物 ③その他（ 鋼管柱 ) 

使用目的 用途 延岡市ケープ‘ルテレビエリア拡大事業に伴う線路設備

「

数量 鋼管柱1本 ※埋設管布設との場合には口径も
記入のこ

「

理由（詳細に）

使用期間平成25年4月 1日～平成26年 3月 31日

使用料 条例のとおり

減免を希望する場合はその理由

添付書類



行政財産使用許可書

延下第 1 3 号

平成25年 4月 1日

延岡市企画部情報管理課

課長岩切貞樹様
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正藤首長市岡延

平成25年 3月 12日付けで、申請のあった行政財産の目的外使用については、次の条件を付

して許可する。

1. 使用許可財産名 大野町農業集落排水処理場 土地 ． 建物

2.所在地 延岡市大野町15 5 4番地 12 

3.使用数量 鋼管柱 1本

4.使用目的 ケーブルテレビ線路設備

5.使用期間 平成25年 4月 1日 ～ 平成26年 3月 31日

6.使用料 免除 納付期限 平成年 月 日

7. その他

許可条件

1. 上記の使用目的に限り許可する。

2.使用財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3. 次の各号のーに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。なお、取消変更に

よって生じた一切の損失は補償しない。

(1) 公序良俗に反する場合 (2) 許可条件に違反する場合

(3) 係員の指示に従わない場合 (4) 市において必要とする場合

4.使用許可財産の原形を変更するとき又は使用目的の変更をしようとするときは、事前に書面

で承認を受けなければならない。

5.使用者は、その責めに帰する理由により使用許可財産の全部又は一部を滅失し、又はき損し

たときは、損害を賠償しなければならない。

6.使用期間が満了したとき又は許可を取り消したときは、すみやかに原状に回復し返還しなけ

ればならない。ただし、市長が承認したときはこの限りではない。



行政財産使用許可書

延下第 1 3 号

平成 25年 4月 1日

延岡市企画部情報管理課

課長岩切貞樹様
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平成25年 3月 12日付けで、申請のあった行政財産の目的外使用については、次の条件を付

して許可する。

1.使用許可財産名 川水流地区農業集落排水施設第 8号中継ポンプ場

2.所在地 延岡市北方町川｜水流卯 16 4 6番 2

3.使用数量 鋼管柱 1. 0本

4.使用目的 延岡市ケーブルテレビエリア拡大事業光ファイパー添架

5.使用期間 平成 25年 4月 1日 ～ 平成26年 3月 31日

6.使用料 免除 納付期限 平成 年 月 日

7. その他

許可条件

1. 上記の使用目的に限り許可する。

2.使用財産を他に転貸又は権利の議渡をしてはならない。

3. 次の各号のーに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。なお、取消変更に

よって生じた一切の損失は補償しない。

(1) 公序良俗に反する場合 (2) 許可条件に違反する場合

(3) 係員の指示に従わない場合 (4) 市において必要とする場合

4.使用許可財産の原形を変更するとき又は使用目的の変更をしようとするときは、事前に書面

で承認を受けなければならない。

5.使用者は、その責めに帰する理由により使用許可財産の全部又は一部を滅失し、又はき損し

たときは、損害を賠償しなければならない。

6. 使用期間が満了したとき又は許可を取り消したときは、すみやかに原状に回復し返還しなけ

ればならない。ただし、市長が承認したときはこの限りではない。



固有財産使用の許可更新について
平成 25年 2月 27日

延岡市長首藤正治殿

宮崎県延岡土木事務所長

公共用財産の使用又は収益の許可について、平成 25年 3月31日で許可期間が満了します。

引き続き当該工作物を設置する場合は、許可期聞が満了する日の 30日前までに当事務所あて

に更新許可の申請をしてください。

当該工作物許可番号

占用の場所

工作物

次の書類を添えてください。

1 位置図（縮尺 50,000分の 1) 

2 平面図（縮尺 1,000分の 1) 

3 利害関係人同意書

4 前許可書の写し

シレイ 8007-2209

延岡市北浦町古江34 1 3番 1地先の一般海域

光ケーブ、ルゆ 40mm

なお、当該工作物を除却（撤去）した場合は、当事務所に除却届出書を提出してください。

※ご不明な点は下記までお問い合わせください。

干882-0872

宮崎県延岡市愛宕町2丁目 15番地

宮崎県延岡土木事務所用地課管理係

TEL 0982-21-6145 
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使用許可更新申請書

延情管第 ／ダ《 号

平成 25年 3月 8日

宮崎県延岡土木事務所長様

申請人住所延岡市東本小路2番地 1

氏名延岡市

延岡市長首藤正治

平成24年 3月6日付けシレイ 8007-2209により許可された下記について、

固有財産法第 18条第6項の規定により許可を更新申請します。

1 使用場所延岡市北浦町古江34 1 3番 1地先の一般海域

2 使用面積 6 8 . 1 2 nf ( I = 1 7 0 3 m) 

3 使用目的 地域情報通信基盤（ケーブルテレビ施設）敷設のため

4 工作物光ケーブルゆ40mm

5 使用期間 平成25年4月 1日から平成26年 3月 31日

（添付書類）
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許 可 室田

シレイ 8007-2209

申請者
住所延岡市東本小路 2番地 1

氏名延岡市長首藤正治

平成 24年 3月 6日付けで更新申請のあった公共用財産管理区域における土地

の使用については、固有財産法第 18条第 6項の規定に基づき、下記の条件を付

けて許可する。

平成 24年 3月 6日

許可の内容

記

1.占用の目的 地域情報基盤（ケープ、ノレテレビ施設）整備のため

2.占用の場所 延岡市北浦町古江 34 1 3番 1地先の一般海域

工作物の名
、3. 光ケーブルゆ 40皿

称及び種類

4.占用の直穆樽 68. 12rd (L= 1 7・ 0 3 m) 

5.占 用 料 当年度分 免除 円 平年度分 免除 円

6.許可期間 平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで

※ この許可書は大切に保管し、提出を求められた場合は、速やかに提出すること。



許可条件

1 工事施工及び占用にあたり、他人に損傷を及ぼしたとき又は及ぼす恐れのあるときは、

関係者と協議し適切な措置を講ずる供に延岡土木事務所に報告すること。

2 占用の期間が満了後、引き続き占用しようとするときは、期間満了の 30日前までに

更新の申請を行うこと。

3 相続又は法人の合併によって、占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なく

その旨を届けなければならない。

4 占用者は＼その権利を他人に譲渡又は貸与することができない。ただし、知事の許可

を受けた場合はこの限りでない。

『
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申請者
住所延岡市東本小路 2番地 1

氏名延岡市長首藤正治

平成 25年 3月 8日付けで更新申請のあった公共用財産管理区域における土地

の使用については、固有財産法第 18条第 6項の規定に基づき、下記の条件を付

けて許可する。

平成 25年 3月 13日

許可の内容

記

1.占用の目的 地域情報基盤（ケーブルテレビ施設）整備のため

2.占用の場所 延岡市北浦町古江 34 1 3番 1地先の一般海域

工作物の名
3. 光ケーブルゆ .40凹

称及び種類

4.占用の面積等 68. 12rrf (L= 1. 7 0 3 m) 

5.占 用 キヰ 当年度分 免除 円 平年度分 免除 円

6.許可期間 平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで

※ この許可書は大切に保管し、提出を求められた場合は、速やかに提出すること。





許可条件

1 工事施工及び占用にあたり、他人に損傷を及ぼしたとき又は及ぼす恐れのあるときは、

関係者と協議し適切な措置を講ずる供に延岡土木事務所に報告すること。

2 占用の期間が満了後、引き続き占用しようとするときは、期間満了の 30日前までに

更新の申請を行うこと。

3 相続又は法人の合併によって、占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なく

その旨を届けなければならない。

4 占用者は、その権利を他人に譲渡又は貸与することができない。ただし、知事の許可

を受けた場合はこの限りでない。
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ド普通 財 産 貸 付 申 請 書

延岡市長 様

( z.)r;功、今~~~ケ＇°1止をjむがき〉
延情管第 ／S-6号

平成25年 3月L ＼ 日

申請人

住所

氏名

延岡市企画部情報管理課

課長山本武之

次のとおり、普通財産を借り受けたいので、貸し付けくださるよう申請します。

1 普通財産の表示 種類 ①土地 2建物 3 その他（

所在地 延岡市北浦町古江字嵐高吹崎

2 ｛昔 戸.:k 目 的 用途 通信線等の敷設

数量 鋼zc－管8柱（1386φ本） 

理由（詳細に）

延引岡き続市ケープ、ルテレビエリア拡さ大事業もに伴い建柱した柱
に き光ファイパーを添架せるのです。

と光なフりまァすイ。パー及び通信線柱等の設備の財産区分は延岡市

3 イ昔 戸Jζ乙． 期 間 平成25年 4月 1日～ 平成30年 3月 31日

4 賃 貸 料 有償⑮ （減免を希望する場合は、その理由）

合併に伴い情報格差是正のために敷設したCATVを添架す

るもので、公共性の高いものであるため無償で貸付いただ

くようお願いします。

5 添 付 書 類
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通財産貸付並
日

延北浦水第 1 号
平成 25年 4月 1日

延岡市企画部情報管理課

課長岩切貞樹 様

平成25年3月21日付で申請のありました普通財産の貸付申請については、

次の条件を付して貸付します。

1. 貸付財産名称 土地（市有林）

2.所在地 延岡市北浦町古江2846番 2外（市有林）

3.貸付数量 本柱24本 支柱285本 （内58本） 敷地

4. 貸付目的 認定電気通信事業の用に供するため

5.貸付期間 平成25年4月1日 ，、、， 平成30年3月31日

6.貸付料 無償

7. その他

貸付条件

1. 上記の目的に限り貸付する。

2. 貸付財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3. 次の各号のーに該当するときは、貸付を取消又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

(1) 公序良俗に反する場合 (2) 貸付条件に違反する場合

(3）係員の指示に従わない場合 住）市において必要とする場合

貸付財産の原形を変更するとき又は、貸付目的の変更をするときは事前に承認を

受けなければならない

借受者はその責に帰する理由により貸付財産の全部又は一部を滅失し、又は按損

したときは損害を賠償しなければならない。

貸付期間が満了したとき又は許可を取消したときは、速やかに原状に回復、返還

しなければならない。ただし、市長が承認したときはこの限りではない。

その他

近隣の安全対策等を図り、事故等における紛争は申請者が責任をもって処理する

こと。

． 

4. 

5. 

6. 

7. 



行政財産使用許可書

延区第 2 2 号

平成 25 年 5 月 1 日

延岡市情報管理課

課長岩切貞樹様

2 

3 

4 

5 

6 

7 

延岡市長

平 成25年5月 1日付で申請のあった行政財産の目的外使用については、

次の条件を付して許可する。

使用許可財産名 市（区画整理課管理地）く豆〉 建物

所 在 地 延岡市岡富町

使用数量 九電柱： 401サ241/401サ341/401サ342/401サ444

使用 目 的 有線一般放送事業及び認定電気通信事業の用に供する為

使 用期間 平成 25年 5月 1日 ，、、J 平成26年3月31日

使 用 料 ／／／｜円｜納入期限｜ － 

そ 。コ イ也

許可条 件

l上記の使用目的に限り許可する。

2使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ) 公序良俗に反する場合 ( 3) 係員の指示に従わない場合

(2) 許可条件に違反する場合 (4) 市において必要とする場合

4使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に

書面で承認を受けなければならない。

5使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又

はき損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間がj前了したとき文は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し

返還しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7その他
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行政財産使用許可申請書

司，

延岡市長 様

平成 25 年子月乙ヤ日

住所宮崎県延岡市東本小路2番地l

情報管理課長 岩切貞樹

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

名称 市有地

1 行政財産の名称及び所在地

所在地 延岡市岡宮町1088-3

2 財産の種類 l③也 2.建物 3. その他（

用 途 有線一般放送事業及び認定電気通信事業の用に供する為

数量 下記参照 ｜※埋設管布設の場合は口径も記入

理由（詳細に）

九電柱： 401サ342/401サ444 への共架

3 使用目的 字o/1f 21則、斗。！サミ斗！色やり

，ー

占用期
平成25年胡 1日 ～平成26年3月31日

閉

条例のとおり

減免を希望する場合はその理由

4 使用料

添付資料による

5 添付書類

担当：企画部情報管理課 長友和広

TEL 0982-22-7004 

ー．
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様式第6号（規則第 7条関係）

法定外公共物占用等許可書
延北方建第 1 8 9 号

平成 25年 3月 6日

情報管理課

課長山本武之殿

記

法定外公共物

の 名 称

及び所在地

種

名称｜里道

所在地｜延岡市北方町うそ越

類｜匂道路敷 2.水路敷 3.その他（

占用等の数量｜同軸 12cケープ、ル 1条

許可 期間｜平成25年 3月6日から 平成35年 3月 31日まで

的
様
一
料

開

同

一

の
態
一

3

脚
び
一
｝

占
及
一
占

許可条件

有線一般放送事業及び認定電気通信事業に用に供するため

免除 ｜ 納付期限

1. 上記の占用目的に限り許可する。

2. 許可に係る法定外公共物を他に転貸しではならない。

3. 許可に係る法定外公共物を他に譲渡する場合は、市長の承認を得なけれ

ばならない。

4. 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消、又は変更すること

がある。なお、取消し又は変更によって生じた一切の損失は補償しない。

(1）公序良俗に反する場合 (2）許可条件に違反する場合

（の係員の指示に従わない場合 (4）市において必要とする場合

5. 許可に係る法定外公共物の原形を変更するとき又は、占用目的の変更を

するときは事前に書面で市長の承認を受けなければならない。

6. 占用者はその責に帰する理由により許可に係る法定外公共物の全部又

は一部を滅失し又は毅損したときは、その損害を賠償しなければならな
し、。

τ． 占周期聞が満了したとき又は許可を取り消したときは、速やかに原状に

回復し、返還しなければならない。ただし、市長が承認したときは、こ

の限りではない。

8. その他（



（第l号様式）

許可番号 延北方建第 188号
許可年月日 平成 ~s年J月 6 日

道路占用許可書
／主成 ~.t年 J 月、子日

｜（新規）｜更新｜変更｜

申請者
住所 延岡市企画部情

氏名

占、用物件

心＼〆ト刊仁
ド10
有線一般放送事業及び認定電気通信事業の用に供する為

l場所｜ 北方町 丁目 番地先
占用の場所

｜・掘削場所｜ 1. 車道 2. 歩道 (3.）その他

名 称 ｜ 規 模 ｜ 数量 ｜掘削｜掘削部分

面積｜影響部分

区画線延長

1 0年 間 ｜占用物件
の構造

現場責任者 担当
’Tut ( 0982.:..:-31-6269 ) 

路線名

路線番号

占用の目的

九電柱 2本

d

－d m 

占用の期間 許可日から

工事の期間

道路の

復旧方法

占 用料金

許可日から
平成 25 年 3 月 31 日まで

原形復旧

時～
工事実施

時 ｜の構造

A-:r刊冶

添付書類 く2コ平面図
に生）その他

免伶
納付書番号

道路種 別 ．
E+F 

円
算定式 ・掃~剤持wまf!!-9•

納付書番号
円

1.密 2.密2 3.筒アス 4.防塵 5.歩道 6.その他
（掘削部分）…A 円 ｜ （影響部分）…B 円
（円×. rrl) I （円×・. rrl) 
（区画線）…C m I （カッター長）…D m 

円 ×．＝円｜円×．＝円
計・・：E=A+B+c+o I 消費税…F=E×5/100

路面復旧費

円 円

1. 原因者復旧

2. 仮復旧

条件 1. 下記及び裏面のとおりとする。
許可条件｜ 2.・ 道路法及びその他関係法令に基づき施行のこと。

平成2s年J 月 f日 申請にかかる道路占用については
上記のとおり許可する。

延岡市長 首藤 正治

出力日2013/3/111:09



記載要領

i. I新規｜更新｜変更｜については、骸当するものをOで闘み、更新・変更の場合には、従前の許可書又

は回答容の写を添付すること。

2.申請者が法人である場合には、「住所jの欄には主たる事務所の所在地、 f氏名jの欄には名称、及び代表者の氏名

を記較するとともに、「現場責任者Jの楠に所属・氏名を記載すること。

3. r場所jの摘には、地先地番まで記載すること。占用が2以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記較する

こと。「車道・歩道・その他Jについては、骸当するものをOで阻むこと。

4.変吏の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記較し、上部に変更前のものを（ ）書き

にすること。

5.・・・・・・・・1聞には、道路占用の場所、物件の構造等を明らかじした図面その他必要な書類を添付すること。

6.本申請書は、占朋をしようとする目前、（一時占用については7目、その他の場合については14日）までに必ず

提出することc

7.申請者が市外居住者の場合は、市内居住者を代理人として定めることo

8.占用又は占用工事にあたっては、延岡市道路占用規則及び関係法規を遵守し、道路管理者の指示を受けること。

（本申請に要する添付書類）

1.占用地の位置図｛縮尺1/2日粉、平面図及び断面図

2.施設又は工事を伴うものであるときは、その股計書、仕維書及ぴ構造図

3.他の法令により、官公署の許可を必要とするものは、その許可書の写L

4.隣接の土地家屋に影響があると認められるものについては、その利害関係人の同意を示す書類

5.道路の復旧を、原因者が行う場合にあっては、その設計書並びに図面

許可条件

1.占用者は工事に岩手．しようとするときは、速やかに道路管理者に届け出て、その指示を受けること。

2.占用期間中といえども公益上支障があるとき、または管理者において必要と毘めたときは許可を取り消し、無償

で原形に復させることがある。

3.期間満了の場合、若しくは工事が完了した場合は、直ちに道路を原形に復し、占用廃止届けを提出して検査を受

けること。

4.占用料を指定した期日までに納入しないときは許可を取り消すことが古る。

5.道路法施工令第15条、第16条及び第17条に違反した工事をしてはならない。

6.占用の権利を無断で転貸又は膜渡しではならない。

7 .・占用によって第三者におよぼした損害は占用者の負担とする。

8・.掘削の土砂で交通に支障をきたすおそれがあるときは、他の場所に搬出することo

9.占用者は占用又は占用物件の見やすい場所に占用前・可書を掲示すること。

10.占周期間満了若しくは工事が完了し検査終了の後といえども、道路の現状回復に関し破庇または不正があること

が発見された場合は、期間を定めて改造または補修をさせることがある。

11.占用者は、占用者、保証人または代理人の住所等の変更が生じた場合、速やかに届け出るζと。
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之~年 3 月日

延岡市長 様

(v争史ヌト持）
申請者 住所延岡市東本小路2番地l

氏名情報管理課長山本武之印

電話番号 0982-22-7004 

下記のとおり、法定外公共物の占用等の許可を受けたいので申請します。

記

法定 外公共物 名称
里道

の名称

及び所在地 所在地
北方町うそ越

種 類 1道路敷 2水路敷 3その他（

占用等の数量
同軸 12 cケーブル1条

（埋設管付設の場合は口径も記入）

占用等の期間 許可日から 1 0年間

占用等の目的
有線一般放送事業及び認定電気通信事業の用に供する為

及び態様

添 イ寸 書 類
1位置図 2公図 3平面図 4求積図

5設計書等 6その他



目次

1. 位 置 図

2. 線 路 図

3. 占用 物件一覧

①道路占用物件一覧

4. 占 用 状 況

①占用物件断面図

②占用物件写真

5. 占用物の構造

①同軸ケーブ、ル（12c)
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道路占用物件一貫

地区名 北方町うそ越地区

番号 占用場所 図面No. 占用物件 支持物件 占用長 地上高 取付機器
一束化外

土地所有
径寸法

うそ越地区
一 トンネル側面 同軸12cケーブル 20.3 3.7m 一 22.2mm 延岡市トンネル



電柱
8号函集延岡市CAT Vケーブル配線図

電柱
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1. 

3. 

CAT  V使用ケサeル一束化外径図

_, ， ． 
－ 

. ． . . ， ． 
－ 

. 
－ 

. . ． ． ． ． ． ． 
I ． ． 

， . ， 

l2c×1 

ー．．．，．．．
－・・，一．， 

： ，  . ¥ . ・． ミ e． .. . ， 
九 e， 
＼・ 3

/ 

・ 、、・，r’
、－・．・. .・’，・

一・．－ -・--・・』・・・・・F ・..-

刀、・イ7ルめ，11・-

メッセンのみ

／／§＼  
＼ 

＼ ／  
，，，，， 

スバイラル·~'JI·-

2. 

霊

12c×2 

線種

メッセンジャーヲイヤ

l2C 

仕上がり外径

6. 9 mm  

1 5. 3 



標準外径（mm)

概算質量（kg/km)

口口：04～40

9 

85 

光ファイパケープノレ

TT4-SM05一口口－WB-MTE

口口：40～100 I 口口：104～200

日一

m

．数
∞一線

qu－、，u

ル一ω一則一山
口光

l口
ロ

．【

~ 
高発泡ポリエチレン同軸ケーブル

TL-7C/HT TL-5C HT 
MFH-17AC MFH-12AC MFH-8AC P-SSF（引込 P-SSF（引込

線）線）

仕上外径（mm) 2.1. 6±0. 6 15. 3±0. 6 11. 9±0. 6 15. 6 7. 7 

概算質量（kg/km) 390 200 125 176 88 

~ 唱園園園F ’ 司F ． ’・．

ミト＼＼ごと 亜鉛メッキ鋼より線

構成素線数／標準素線径（mrri) 7/2. 3 7/2. 6 

鋼より線計算外径（mm) 6. 9 7. 8 

鋼より線計算断面積（mrrf) 29. 1 37. 1 

標準重量（kg/km) 230 294 

光送受信機 双方向摺幅器 双方向延長増幅器｜双方向延長湘幅器

OTR930TQ I TDA715NB I TBA738NB I BA738NB IEA732-NBIMPA-7530 

寸法伽）／高さ×幅×奥行I200X484X255 
質量（kg) I 約 20

344×200×151 

約 8

220 x 167 x 1011210×200x143 

約 2.6 I 約 5

双方向用分岐器・分配器（タップオフ） 双方向幹線用分岐器・分配器（ラインスプリッタ）

2分岐器 4分岐器 8分岐器
項目 ＼＼  2分配器 4分配器 8分配器

寸法（mm）／高さ×幅×奥行 101×101×75 120×143×90 

質 量（g) 315～365 600～625 

クロージャーボックス

クロージャーボックス

UCAO 4-9 

寸法（mm）／高さ×幅×奥行 160X378X 115 

質 量（kg) 約 2

双方向2分配器 双方向1分岐器．

143×135×85 

660 
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義＆ 許可番号 延北方建第 号
許可年月日 平成 年 月 日

道路占用許可申請書

嶺年月日

延岡市長様
新規 更新｜変更｜

申請者
住所 延岡市企画部情報管理課

道路法第32条の許規可定をに申より
請します。 氏名 課長山本武之 印

TFl ( 0982-22-7004 ) 

路線名

現場責任者 担当：・2－・31・6・2・69 ) 
路線番号

m. ( 0 

占用の目的 有線一般放送事業及び認定電気通信事業の用に供する為

占用の場所
場所 延岡市 北方 町 番地付近他

掘削場所 車道 2. 歩道 く3） その他

名 称 規 模 数 量 掘削 掘削部分 ぱ

占用物件
同軸ケープル l本

面積 影響部分 ロ1

区画線延長 町1

占用の期間 許可日 か ら 1 0年 間 占用物件
の構造

工事の期間
許可日か ら 工事実施

平成 25年 3 月 31 日まで 時～ 時 の構造

道路 の
原形復旧 添付書類〈諸君図~面図

復旧方法 図 の他

占 用料金
円

算定式 別紙の通り
納付書番号

道 路 種 期j 1.密 2.密2 3.筒アス 4.防塵 5.歩道 6.その他
E+F （掘削部分）…A 円 （影密部分）…B 円

円x rri) 円x m') 
路面復旧費 円 （区画線〉…C ロ1 （カッター長）…D m 

納付書番号 円x 一ー 円 円 x 一一 円
計…E=A+B+C+D 消費税…F=E×5/100

円 円
条件 下記及び裏面のとおりとする。

許可条件 2. 道路法及びその他関係法令に基づき施行のこと。 原因者復旧

2. 仮復旧

関係課の意見 受 付 印
そ の 他

上記の通り許可してよろしいか
担 当 者 管理係長 維 持 係長 建設第2係長 建般第l係長 課 長

出力日2013/2/1810:30



記載要領

i. I新規｜更新｜変更｜については、該当するものをOで囲み、更新・変更の場合には、従前の許可書又

は回答書の写を添付すること。

2.申請者が法人である場合には、 f住所jの欄には主たる事務所の所在地、 f氏名jの欄には名称、及び代表者の氏名

を記較するとともに、「現場責任者jの禰に所属・氏名を記帳すること。

3.「場所jの欄には、地先地番まで記殺すること。占用が2以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記載する

こと。「車道・歩道・その他jについては、該当するものをOで囲むこと。

4.変更の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更前のものを（ ）書き

にすること。
a岨圃阻・・・E盤也s・h

s. r波宵宮古寸で計百'r!l±、道路占用の場所、物件の構造等を明らかじした図面その他必要な書類を添付すること。

6.本申筋書は、占期をしようとする目前、（一時占用については7目、その他の場合については14日）までに必ず

提出することc

7.申請者が市外居住者の場合は、市内居住者を代理人として定めること。

8.占朋又は占用工事にあたっては、延岡市道路占用規則及び関係法規を遵守し、道路管理者の指示を受けること。

（本申請に嬰する添付書類）

1.占用地の位置図｛縮尺1/2反則、平面図及び断面図

2.施設又は工事を伴うものであるときは、その股計書、仕様書及び構造図

3.他の法令により、官公署の許可を必要とするものは、その許可書の写し

4.隣接の土地家屋に影響があると寵められるものについては、その利害関係人の同意を示す書類

5.道路の復旧を、原因者が行う場合にあっては、その設計書並びに図面

貯 可条件

1.占用者は工事に着手しようとするときは、速やかに道路管理者に届け出て、その指示を受けるニと。

2.占用期間中といえども公益上支障があるとき、または管理者において必要と毘めたときは許可を取り消し、無償

で原形に復させることがある。

3.期間満了の場合、若しくは工事が完了した場合は、直ちに道路を原形に復し、占用廃止届けを提出して検査を受

けること。

4.占用科を指定した期日までに納入しないときは許可を取り消ずことが為る。

5.道路法施工令第15条、第16条及び第17条に違反した工事をしてはならない。

6.占用の縮利を無断で転貸又は醸渡してはならない。

7.占用によって第三者におよ；ました損害は占用者の負担とする。

8.掘削の土砂で交通に支障をきたすおそれがあるときは、他の場所に搬出することo

9.占用者は占用又は占用物件の見やすい場所に占用前・可書を掲示すること。

10.占周期間満了若しくは工事が完了し検査終了の後といえども、道路の現状回復に関し取低または不正があること

が発見された場合は、期間を定めて改造または補修をさせるととがある。

11.占用者は、占用者、保証人または代理人の住所等の変更が生じた場合、速やかに届け出ること。



（第1号様式）

許可可年番月号 延平北成方建年第 月τEコミf

許 日 日

道路占用許可書

重野年月日
｜（新規 更新｜変更｜

申請者
住所 延岡市企画部情報管理課

氏名 課長山本武之
m. ( 0982-22-7004 ) 

路線名

現場責任者 担当 2・－・31・－6・2圃69圃 ） 
路線番号

施（ 098 

占用の目的 有線一般放送事業及び認定電気通信事業の用に供する為

占用の場所
場所 延岡市 北方 町 番地先

掘削場所 車道 2. 歩道 (3.） そ の 他

名 称 規 模 数 量 掘削 掘削部分 ぱ

占用物件
同軸ケープル

面積 影響部分 ロ1
l本

区画線延長 町1

占用の期間
許可日か ら 1 0年 間 占用物件

の構造

工事の期間
許可日か ら 工事実施

平成 25 年 3 月31 日まで 時～ 時 の構造

道路 の
原形復旧 添付書類〈~置図 ffi~面図

復旧方法 面図 の他

占用料金
円

算定式 別紙の通り
納付書番号

道路 種別 1.密 2.密2 3.筒アス 4.防塵 5.歩道 6.その他
E+F （掘削部分）…A 円 （影密部分）…B 円

円x m•) 円x rrO 
路面復旧費 円 （区画線）…C π1 （カッター長）…D m 

納付書番号 円 x ー 円 円x ． 一一 円
計…E=A+B+C+D 消費税…F=E×5/100

円 円
条件 下記及び裏面のとおりとする。

許可条件 2. 道路法及びその他関係法令に基づき施行のこと。 1. 原因者復旧

2. 仮復旧

平成 年 月 日 申請にかかる道路占用については
上記のとおり許可する。

延岡市長 首 藤 正 治

出力日2013/2/209:00
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道路占 用 物 件 一 貫

地区名 北方町蔵田小団地区

番号 占用場所 図面No. 占用物件 支持物件 占用長 地上高 取付機器
一束化外

土地所有
径寸法

小田地区
一 トンネル上部 同軸12cケーブル 19.7m 4.3m 一 22.2mm 延岡市トンネル



電柱
4号函祭延岡市CAT Vケーフル配線図

電柱

品目白・・ー・…・・・・・・ーー－－一一－－－…－－－－一－－－－．． 車道直．．．．．

民”。

車道面



｜延岡市CATV練｜

., 



1. 

3. 

CAT  V使用ケーフ守lレ一束化外径図

l2c×1 

メッセンのみ

／....－~－－－－~ ~ 
... 

＼／  

2. 

立

12c X2 

線種

メッセンジャーヲイヤ

12C 

mm  



光ファイパケープノレ

γf4-SM05一口口－WB-MTE

標準外径（mm)

概算質量（kg/km)

口口：04～40

9 

85 

nu 
nu 

噌
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r－－
m
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－1
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1
 

口一口 o
 

nU 
9白わ

一

5
一ゆ

nu
－－
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一
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1

一．
1

口一口一

．数
∞一線

3一、し
、－e、

加一四一側一川

口一光
口一．口

口

．【， ，．  

ぷL
高発泡ポリエチレン同軸ケープノレ

TL-7C/HT ~LS 5線s~／（引H込T 
MFH-17AC MFH-12AC MFHーBAC P-SSF（引込

線）

仕上外径（mm) 21. 6±0. 6 15. 3±0. 6 11. 9±0. 6 15. 6 7. 7 

概算質量（kg/km) 390 200 125 176 88 

． 

－－；；－－－＿＿＿」と 亜鉛メッキ鋼より線

構成素線数／標準素線径（mm) 7/2. 3 7/2. 6 

鋼より線計算外径（mm) 6. 9 7. 8 

鋼より線計算断面積（mrrf) 29. 1 37. 1 

標準重量（kg/km) 230 294 

光送受信機 双方向増幅器 双方向延長地幅器｜双方向延長滑幅器

OTR930TQITDA715NBITBA738NBI BA738NB IEA732-NBIMPAー7530

寸法（mm）／高さ×幅×奥行l200X484×255

質量（kg) I 約 20

344×200×151 

約 8

220x167x101121ox200×143 

約 2.6 I 約 5

双方向用分岐器・分配器（タップオフ） 双方向幹線用分岐器・分配器（ラインスプリッタ）

＼＼  
2分岐器 4分岐器 8分岐器

項目
2分配器 4分配器 8分配器

寸法（mm）／高さ×幅×奥行 101×101×75 120×143×90 

質 量（g) 315～365 600～625 

クロージャーボックス

クロージャーボックス

UCAO 4-9 

寸法（mm）／高さ×幅×奥行 160 x 378×115 

質 量（kg) 約 2

双方向2分配器 双方向1分岐器

143×135×85 

660 
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許可番号 延北方建第 号
許可年月日 平 成 年 月 日

道路占用許可申請書

場事年月日

延岡市長様
新規 更新｜変更｜

申請者
住所 延岡市企画部情報管理課

道路法第32条の規定により
許可を申請します。 氏名 線長山本武之 印

Tm.( 0982-22-7004 ) 

路 線名
現場責任者 担当

路線番号
施（ 0982-31-6269 ) 

占用の目的 有線一般放送事業及び認定電気通信事業の用に供する為

占用の場所
場所 延岡市 北方 町 番地付近他

掘削場所 車道 2. 歩道 く3） その他

名 称 規 模 数 量 掘削 掘削部分 rd 

占用物件
同軸ケープ、ノレ 1本

面積 影響部分 rd 

区画線延長 ロ1

占用の期間
許可日 から 1 0年 間 占用物件

の構造

工事の期間 許可日 から 工事実施
平成 25年 3 月 31 日まで 時～ 時 の構造

道 路 の
原形復旧 添付書類〈r.断位置面図 〈〈めむ平そ面図

復旧方法 図 の他

占用料金
円

算定式 別紙の通り
納付書番号

道 路 種 別 1.密 2.密2 3.筒アス 4.防塵 5.歩道 6.その他
E+F （掘削部分）…A 円 （影響部分）…B 円

円× nO 円× nO 
路面復旧費 円 （区画線）…C ロ1 （カッター長）…D m 

納付書番号 円× 一一 円 円 x 一一 円
計…E=A+B+C+D 消費税…F=E×5/100

円 円
条件 下記及び裏面のとおりとする。

許可条件 2. 道路法及びその他関係法令に基づき施行のこと。 原因者復旧

2. 仮復旧

関係楳の意見 ~矛E~ 付 印
そ の 他

上記の通り許可してよろしいか
担 当 者 管 理 係 長 維持係 長 建段第2係長 建股第l係長 隊長

出力日2013/3/116:55 
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平成 25年 ）－ 月12..日

九州電力株式会社 延岡営業所

所長宮元武次 殿

延岡市

延岡市長首藤正治

設備使用料金返還による送金先について

貴社からの設備使用料金返還（精算）について、下記の送金先にお支払い下さい。

記

1.返還金額

342 円

2.送金先

金融機関名 宮崎銀行

店名 延岡市役所出張所

預金種別 普通

口座番号 1011601 

口座名義 延岡市
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干 882-0803

延岡市大貫町1丁目 2889

九州地方整備局延岡河川国道事務所

道路管理課 行

干882-8686

宮崎県延岡市東本小路2番地1

延岡市長（情報管理課） 殿

占用物件の内訳

当初許可 国九重延占第22002025号 平成22年 9月 9日

最新許可 国九盤延占第22002025号 平成22年 9月 9日

路線名 一般国道 10号

占用の
場所 延岡市北川町深瀬

場所

名 称 テレピ同紬ケーブル 数量 30m 

．． 

（連絡先・問い合わせ先） 整理番号 6600158

九州地方整備局延岡河川国道事務所道路管理課

TEL 0982-31-1260 ( HJ当：矢野・福村

日頃より道路行政にご理解・ご協力いただきありがとうござ

います。
さて、表面に記載されている内容はあなたが道路占用許可を

受け、道路上に設置している物件です。
返送いただく縦回答書の該当する項目にO印を記入し、平成
25年φ月20日までにご返送ください。
なお‘表面、継続回答書において 1. イかつ 2.イ以外を選

択された方は、お手続きが必要です。下記の注意事項をご確認

ください。

【注意事項1
．ロ 現在既に取り除いた方
…廃止届の提出が必要です。まだお済ませでない方は3月
3 1日までに管轄の出張所で手続をしてください。
ハ本年3月末までに取り除く方
…廃止届の提出が必要です。まだお済ませでない方は変更
を行う 1ヶ月前に管轄の出張所で手続をしてください。

2. ロ 占用物件に変更のある方
…占用物件の変更申舗が必要です。まだお済ませでない方
は変更を行う 1ヶ月前に管轄の出張所で手続をしてくださ
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継続回答書

九州地方整備局長殿
整理番号 6600158

回答年月日：平成 年月 日
住所：干 882-8686

宮崎県延岡市東本小路2番地1

79・｝（ナ：ノベオカシチョウ ジヨウホウカンリカ

氏 名 ：延岡市長（情報管理課） 印

担当者： ゑ禾1:'77に
T E L : 0982-22-7004 ( o 
E-mail : i~a.. hr.-k.. a¥ iiオ'f.. t'¥" hc2o k.."-. h¥ iか-u.-l~・i r 



道路占用許可を受けた物件の持ち主の方へ

日頃より道路行政にご理解・ご協力いただきありがとうござ

います。
さて、表面に記載されている内容はあなたが道路占用許可を

受け、道路上に設置している物件です。
返送いただく継続回答書の該当する項目にO印を記入し、平成
25年4月 20日までにご返送ください。

なお、表面、継続回答書において 1. イかっ2.イ以外を選
択された方は、お手続きが必要です。下記の注意事項をご確認

ください。

【注意事項1
1. ロ 現在既に取り除いた方

…廃止届の提出が必要です。まだお済ませでない方は3月

3 1日までに管轄の出張所で手続をしてください。
ハ本年3月末までに取り除く方
…廃止届の提出が必要です。まだお済ませでない方は変更

を行う 1ヶ月前に管轄の出張所で手続をしてください。

2. ロ 占用物件に変更のある方
…占用物件の変更申請が必要です。まだお済ませでない方

は変更を行う 1ヶ月前に管轄の出張所で手続をしてくださ
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干882-8686

宮崎県延岡市東本小路2番地1

延岡市長（情報管理課） 殿

占用物件の内訳

当初許可 国九整延占第22002025号 平成22年 9月 9日

最新許可 園九整延占第22002025号 平成22年 9月 9日

路線名 一般国道 10号

占用の
場所 延岡市北川町深瀬

場所

名称 テレヒeI司軸ケープル 数量 30m 

（連絡先・問い合わせ先） 整理番号 6600158

九州地方整備局延岡河川国道事務所道路管理課

TEL 0982 31-1260 （担当：矢野・福村
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行 政財産使用許可書

延水第35号

平成23年 4月 1日

情報管理課長様 「問守戸宵1
延岡市 出誌Lム．ヒ三IHI 
延岡市長首藤正m回開

出JC:I~店主J
平成23年3月31日付で申請のあった行政財産の目的外使用については次の条件を

付して許可する。

1 使用許可財産名 土地（古城水源地）

2 所 在 地 延岡市島浦町52-4

3 使用数量 支柱 1本

4 使用 目 的 本柱供架

5 使用期間 平成23年4月 1日 ～ 平成24年 3月 31日

6 使 用 料 減免 ｜納付期限

7 そ の 他 使用許可No.41 

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ) 公序良俗に反する場合 ( 3) 係員の指示に従わない場合

( 2) 許可条件に違反する場合 (4) 市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認を受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間が満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し返還

しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7 その他



勾）
行政 財 産 使 用 許 可 書

情報管理課長様

延水第35号

平成23年 4月

延岡市

延岡市長首藤

1 使用許可財産名 土地

2 所 在 地 延岡市熊野江町2442

3 使 用 数 量 支柱 1 0本 、本柱 1本

4 使用 目 的 本柱供架、本柱

5 使用期間 平成23年4月 1日 ～ 平成24年 3月 31日

6 使 用 料 減免 ｜納付期限

7 そ の 他 使用許可No.36 

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ) 公序良俗に反する場合 ( 3) 係員の指示に従わない場合

( 2) 許可条件に違反する場合 (4) 市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認を受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期聞が満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し返還

しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7 その他
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平成23年 2月 1日

延岡市東和j崎 2-1

延岡市情報管理課山本武之課長様

延岡市上下水道局

延岡市長首藤正治

土地の使用許可の継炉しについて

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

本市の水道事業につきましては、平素より格別のこ清配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本局所有の土地につきまして現在下記の内容で使用を許可しておりますが、来る平成23年

3月31日をもちまして今年度の使用期間が満了します。平成23年度も引続き使用を希望される

場合は、別紙行政財産使用許可申請書を提出してください。許可申請の内容に変更がある場合は担

当者までお知らせください。

提出期限： 3 月 3 1 日（木）

提出先 ：延岡市上下水道局水若手謝合水係

記

1.土地の所在地 延岡市熊野江町2442 島浦調整池

2.使用数量 1本 、 10本

3.使用目的 本柱、 本柱共架

4.使用期間 （自）平成23年 4月 1日

（至）平成24年 3月31日

5.使用料 （減免）

ば書取扱）延岡市上下水道局水道縦割係

宮21-2381 担当柳田弘



行 政財産使用許可申請書

延岡市上下水道局

延岡市長首藤正治様

平成23年 3月 31日

申請者

住所延岡市東料、路2番地1斤笥羽市！
氏 名 延 岡 市 叫靴、ii¥

情報管理課長山本武必
次山り行政財産を使用凶吋可くださるよう申請します。 退院羽

1 行政財産の名称 名称 土地

及び所在地 所在地 延岡市熊野江町2442

2 財産の種類 ①土地 2建物 3 その他（

3 使用 目 的 用途 本柱供架、本柱

数量 1 0本、 1本 ※埋設管径布も設記の場合に
は口 入のこと

理由（詳細に）

引き続き本柱供架として利用するため。

期間

平成23年4月 1日～平成24年 3月 31日

4 使 用 料 延岡市財産条例による

5 添付書類
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延岡市企画部情報管理課

課長山本武之様

井上和宣

省略）

延岡市下水道課長

（公印

行政財産使用許可申請について

日頃より、本市の下水道事業にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

さて、貴殿が使用しております、下記の行政財産につきまして、平成 24年 3月 31日付けで

許可期間が満了いたしますので、引き続き使用される場合は、別紙、行政財産使用許可申請書を

ご確認、押印の上、平成24年3月 28日（水）まで提出していただきますよう、よろしくお願

いいたします。また、使用物件に廃止・変更等がある場合は下記までご連絡ください。

記

公有財産の名称 公有財産の所在地 使用数量 使用目的

大野農業集落排水処理場 延岡市大野町1554番地12 鋼管柱 1本
ケーブルテレビ

線路設備

川水流地区農業集落排水施
延岡市北方町川水流卯1646番2 鋼管柱 1本

ケーブルテレビ

設第8号中継ポンプ場 線路設備

【文書取扱】

延岡市本小路 77番地 1

延岡市上下水道局下水道課施設係

TEL 0982-22-7024 

FAX 0982-21-9804 

（担当黒木浩二）



行政財産使用許可申請書

延岡市長 首藤正治様

申請者

延情第 IS 'I 号

平成24年 3月／半日

住所延岡市企画部情報管理課

氏名課長 山本武之 印

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

行政財産の名称 l名 称｜ 大野町農業集落排水処理場

及び 所 在 地 l所在地｜ 延岡市大野町 1554番地 12 

2 財産の種類 ① 土地 2建物 3その他（

3 使用 目 的用 途延岡市ケープルテレビエリア鉱大事業に伴う線路設備

数 量 ｜ 1本（鋼管柱） ※埋設記管入布設の場合には口径
も のこと

理由（詳細に）

使用期間平成24年4月 1日～平成25年3月31日

4 使 用 料｜条例のとおり

5 添付 書 類

減免を希望する場合はその理由

合併に伴い、情報格差是正のために敷設したCAT  Vを添架す

るもので、公共性の高いものであるため無償で貸付いただくよう

お願いします。



行政財産使用許可申請書

延岡市長 首藤正治様

申請者

延情第 I !s去 号

平成24年 3月／ヂ日

住所延岡市企画部情報管理課

氏名課長 山本 武之 印

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

行政財産の名称｜名 称｜川水流地区農業集落排水施設第8号中継ポンプ場内鋼管柱

及び 所 在 地 l所在地｜ 延岡市北方町川水流卯 1646番2

2 財産 の 種 類 ① 土地 2建物 ③その他（ 鋼管柱

3 使用 目 的用 途延岡市ケープルテレビエリア拡大事業に伴う線路設備

数量｜鋼管柱l本 ※埋設記管布設の場合には口径
も入のこと

理由（詳細に）

使用期間平成24年4月 1日～平成25年3月31日

4 使 用 料｜条例のとおり

5 添付書類

減免を希望する場合はその理由

合併に伴い、情報格差是正のために敷設したCATVを添架す

るもので、公共性の高いものであるため無償で貸付いただくよう

お願いします。



行政財産使用許可書

延下第 7 号

平成 24年 4月 1日

延岡市企画部情報管理課

課長山本武之様

延岡市長首藤正

平成24年 3月 14日付けで、申請のあった行政財産の目的外使用については、次の条件を付

して許可する。

1. 使用許可財産名 大野町農業集落排水処理場 土地 ． 建物

2.所在地 延岡市大野町 15 5 4番地 12 

3.使用数量 鋼管柱 1本

4.使用目的 ケーブルテレビ線路設備

5.使用期間 平成 24年 4月 1日 ～ 平成25年 3月31日

6.使用料 免除 平成年 月 日

7. その他

許可条件

1. 上記の使用目的に限り許可する。

2.使用財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3. 次の各号のーに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。なお、取消変更に

よって生じた一切の損失は補償しない。

(1) 公序良俗に反する場合 (2) 許可条件に違反する場合

(3) 係員の指示に従わない場合 (4) 市において必要とする場合

4.使用許可財産の原形を変更するとき又は使用目的の変更をしようとするときは、事前に書面

で承認を受けなければならない。

5.使用者は、その責めに帰する理由により使用許可財産の全部又は一部を滅失し、又はき損し

たときは、損害を賠償しなければならない。

6.使用期間が満了したとき又は許可を取り消したときは、すみやかに原状に回復し返還しなけ

ればならない。ただし、市長が承認したときはこの限りではない。



行政財 産使用許可書

延下第 7 号

平成 24年 4月 1日

延岡市企画部情報管理課

課長山本武之様

延 岡 市 長 首 藤 正
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平成24年 3月 14日付けで・申請のあった行政財産の目的外使用については、次の条件を付

して許可する。

1.使用許可財産名 川水流地区農業集落排水施設第 8号中継ポンプ場

2.所在地 延岡市北方町川水流卯 16 4 6番 2

3.使用数量 鋼管柱 1. 0本

4.使用目的 延岡市ケープ、ルテレビエリア拡大事業光ファイパー添架

5.使用期間 平成 24年 4月 1日 ～ 平成25年 3月 31日

6.使用料 免除 平成 年 月 日

7. その他

許可条件

1.上記の使用目的に限り許可する。

2.使用財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3.次の各号のーに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。なお、取消変更に

よって生じた一切の損失は補償しない。

(1) 公序良俗に反する場合 (2) 許可条件に違反する場合

(3) 係員の指示に従わない場合 (4) 市において必要とする場合

4.使用許可財産の原形を変更するとき又は使用目的の変更をしようとするときは、事前に書面

で承認を受けなければならない。

5.使用者は、その責めに帰する理由により使用許可財産の全部又は一部を滅失し、又はき損し

たときは、損害を賠償しなければならない。

6.使用期聞が満了したとき又は許可を取り消したときは、すみやかに原状に回復し返還しなけ

ればならない。ただし、市長が承認したときはこの限りではない。
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平成 24年 2月 1日

水道課長玉利富士夫

平成24年度の行政財産使用許可について（お願い）

別紙「行政財産使用許可書Jに係る使用期間がまもなく満了いたします。

つきましては、平成24年度も引続き使用許可を希望される場合は、同封の行政財産使用許可申請書

を下記の提出期限までにご提出くださいますようよろしくお願いいたします。

記

提出期限 平成24年 3月 16日

取扱担当

延岡市上下水道局水道線

計画係松田柳田

Tu. 0982-21-2381 

Fax 0982-21-4947 
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行政財産使用許可申請書

延岡市長 首藤正治様

延情管第／＇／. f号

平成24年 2月／0日

延岡市東本小路2-1

延岡市情報管理課長

山本武之 印

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

名 称｜ 島浦筒水用調整池

1 行政財産の名称

及び所在地

所在地｜ 延岡市熊野江町2442

2 財産の種類｜①土地 2 建物 ③その他（信号線柱）

｜ 延岡市ケープルテレビ線路設備
用途｜

I ①通信柱 ②通信ケーブルの共架

①鋼管柱 1本

（φ138 ZC-8) ｜※埋設管布設の場合には
数量｜②光ファイバーケープル｜ 口径も記入のこと

10本（φ20 約300m)

3 使 用目的｜理由（詳細 に）

引き続き上記用途で利用するため。

期間

平成24年4月 1日～平成25年3月31日

4 使用料 延岡市財産条例による

5 添付書類



行政財産使用許可申請書

延岡市長 首藤正治様

延情管第／タυ号

平成24年 2月／0日

． 
延岡市東本小路2-1

延岡市情報管理課長

山本武之 印

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

名 称｜ 島浦筒水用既設柱

1 行政財産の名称

及び所在地

所在地｜ 延岡市島浦町52-4

2 財産の種類 I1 土地 2 建物 ③その他（本柱）

用 途｜ 延岡市ケープルテレビ線の本柱への共架

｜※埋設管械の場合に
は口径も記入のこと
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期間

平成24年4月 1日～平成25年 3月31日

4 使用料 延岡市財産条例による

5 添付書類
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行政財産使用許可書

延水第 ・i 号

平成 24年 4月 1日

延岡市情報管理課長 様

延岡市長首藤正治：
。ー、

平成仏ピ年よ月 ／＇（） 日付で、申請のあった行政財産の目的外使用については次の条件

を付して許可するロ

1 使用許可財産名 島浦簡水用既設柱

2 所 在 地 延岡市島浦町52-4

3 使 用 数 量 1本分

4 使用 目 的 有線テレビジョン放送線の本柱への共架

5 使 用 期 間 平成 24年4月 1日 ～ 平成 25年 3月 31日

6 使 用 料 減免

7 そ の イ也 当初許可無償No.41 

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1) 公序良俗に反する場合 ( 3 ) 係員の指示に従わない場合

( 2) 許可条件に違反する場合 ( 4) 市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認を受けなければならない白

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間が満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し返還

しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7 その他
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行政財産使用許可書

延水第 l 号
平成 24年 4月 1日

延岡市情報管理課長 様

延岡市長首藤正治
IL.:,, 

平成之｝ど年斗月 ／0 日付で、申請のあった行政財産の目的外使用については次の条件

を付して許可する。

1 使用許可財産名 島浦簡水用調整池の ①本柱 ②本柱への共架

2 所 在 地 延岡市熊野江町2442

3 使用数量 ① 1本②10本

4 使用 目 的 島浦への通信ケープ、ル設置用

5 使用期間 平成 24年4月1日 ～ 平成 25年 3月 31日

6 使 用 料 減免

7 そ の 他 当初許可無償No.36 

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ) 公序良俗に反する場合 ( 3) 係員の指示に従わない場合

( 2 ) 許可条件に違反する場合 ( 4) 市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認を受けなければならないD

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間が満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し返還

しなければならないロただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7 その他



様式第7号（第16条）

行政財産使用 許 可 室田

延教総第 21 号
平成 20年 4月 1日

障さ主主！
延岡市教育長町田訓 !i~~t［生 1

i 己P－~耕
平成 20年 3月 17日付けで申請のあった行政財産の目的外使用については次の

条件を付して許可する。

様

長
課

理
管

市部報
岡画情

延企

延岡市立島野浦小学校 土地
1.使用 許可財産名

延岡市立島野浦中学校

2.所 在 地 延岡市島浦町14一7（島野浦小学校）外

3. 使 用 数 量 九電柱l本、 NTT柱3本

4. 使 用 目 的 CATVエリア拡大事業に伴う伝送路

5.使 用 期 問 平成 20年 4月 1日～平成 21年 3月 31 日

6.使 用 料 免除 付期限－－－－－－－－－－－－－－－

7.そ の イ也

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のーに該当するときは、許可を取消又は変更することがある。なお、取消

変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ）公序良俗に反する場合 ( 3 ）係員の指示に従わない場合

( 2) 許可条件に違反する場合 (4）教育委員会において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき文は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認、を受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間が満了したとき又は、許可を取り消したときはすみやかに原状に回復し返

還しなければならない。ただし、教育長が承認したときは、この限りでない。

7 その他



t'R式市 7号・

(!'fi J（）条！別係）

行政財 産 使 用 許 可 書

延岡市企画部
情報管 理課長山本武之様

延北浦水第 77 8号

平成 20年 4月 1日

延岡市長首藤正

平成 20年 3月 31日付延情第 67号で申請のあった行政財産の目的外使用について

は次ぎの条件を付して許可します。

1 使用許可財産名 土 t也

2 所 在 地 延岡市北浦町古江字嵐高吹崎

3 使用 数量 鋼管柱 6本、支線 2本

4 使 用 目 的 通信線柱敷

5 使用 期 耳目 平成 20年 4月 1日～平成 25年 3月 31日

6 使 用 本I・ 鑑 償（延岡市財産条例第 5条により）

7 そ の 他

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次ぎの各号に該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。なお、取消変更によっ

て生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ）公序良俗に反する場合 ( 2 ）係員の指示に従わない場合

( 3 ）許可条件に違反する場合 ( 4）市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面で承認を

受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき煩したと

きは損害を賠償しなければならない。

6 試用 ~m聞が満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに現状に回復し返還しなけれ

ばならない。ただし、市長が承認したときはこの限りでない。

7 その他



行政財産使用許可 m
延児第 1 0 6 5号

延岡市情 報管 理課 長山 本武之様

延岡市長

平成20年 1月4日付で申請のあった行政財産の使用については次の条件を付して許

可する。

1 使用許可財産名 島浦保育所 敷地内電柱

2 所 在 地 延岡市島浦町866-5

3 使 用 数 量 NT T柱× 1

4 使用 目 的 ケープルテレビ放送線敷設

5 使 用 期 間 平成20年 1月 15日 ～ 平成30年3月31日

6 使 用 料 ￥ 。円｜納付期限 年 月 日

7 そ の 他 延岡市財産条例 第 10条（3）により使用料免除とする

許可条 件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。な

お、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

(1) 公序良俗に反する場合 (3) 係員の指示に従わない場合

(2) 許可条件に違反する場合 (4) 市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき文は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認を受けなければならない。

5 使用者はその立に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

煩したときは損害を賠償・しなければならない。

6 使用期lllJが満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し返還

しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7 その他



様式第6号（第7条関係）

法定外公共物占用等許可書
延土第 2207号

平成20年2月28日

延岡市企画部情報管理課 様
F- -－・1

延岡市長 首 藤 正 治印

平成20年2月27日付で申請のあった法定外公共物の占用等の許可申請についし

ては、下記のとおり許可します。

法定外公共物

の 名 称

及 び 所 在 地

種 類

占用等の数量

許 可 期 間

占用等の目的

及 び 態 様

占 用 料

記

名称 島浦町613番ハ地先里道

所在地 島浦町613番ハ地先

①道路敷 2水路敷 3その他（

本

平成20年2月28日 ，、、， 平成30年3月31日

電柱

共架（NTT柱）

O 円 納付期限

1.上記の占用目的に限り許可する。

2.許可に係る法定外公共物を他に転貸してはならない。

3. 許可に係る法定外公共物を他に譲渡する場合は、市長の承認を得なけれ

ばならない。

4.次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消、文は変更すること

がある。なお、取消し又は変更によって生じた一切の損失は補償しない。

(1）公序良俗に反する場合 (2）許可条件に違反する場合

許 可 条
(3）係員の指示に従わない場合但）市において必要とする場合

件｜
5.許可に係る法定外公共物の原形を変更するとき文は、占用目的の変更を

するときは事前に書面で市長の承認を受けなければならない。

6. 占用者はその責に帰する理由により許可に係る法定外公共物の全部文は

一部を滅失し文は毅損したときは、その損害を賠償しなければならなL、。

7. 占用期間が満了したとき又は許可を取り消したときは、速やかに原状に

回復し、返還しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この

限りではない。

8.その他



様式第6号（第7条関係）

法定外公共物占用等許可書

延土第18?i号
20年 1

延岡市長 首 藤 正 治

付で申請のあった法定外公共物の占用等

いては、下記の通り許可します。

延岡市企画部情報管理課長 様

寸巳＝＝ロ

法定外公共物

の名称

及 び 所 在地

種類

占用等の数量

許可期間

占用等の目的

及び態様

占用料

名称 ｜市有地（里道）（水路）

所在地｜延岡市島浦町 16-8番地先

①道路敷 ②水路敷 3 その他 （ ） 

九電柱2 NTT柱9 PS柱 1 自営柱2

20年 1月7日から 30年 3月31日まで

延岡市ケーブルテレビエリア拡大事業に伴う有線テレビジ

ョン放送線敷設のため。

｜納付期限｜ 年月 日

1.上記の占用目的に限り許可する。

2.許可に係る法定外公共物を他に転貸してはならない。

3.許可に係る法定外公共物を他に譲渡する場合は、市長の承認を得なけ

ればならない。

4.次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消、又は変更するこ

とがある。なお、取消し文は変更によって生じた一切の損失は補償し

ない。

(1）公序良俗に反する場合 (2）許可条件に違反する場合

(3）係員の指示に従わない場合 (4）市において必要とする場合
許可条件｜

5.許可に係る法定外公共物の原形を変更するとき文は、占周目的の変更

をするときは事前に書面で市長の承認を受けなければならない。

6. 占用者はその責に帰する理由により許可に係る法定外公共物の全部又

は一部を滅失し又は毅損したときは、その損害を賠償しなければなら

ない。

7. 占用期間が満了したとき又は許可を取り消したときは、速やかに原状

に回復し、返還しなければならない。ただし、市長が承認したときは、

この限りではない。

8. その他（



様式第 7号（第 16条関係）

行政 財産使用許可証

延下第 s- 号

平成20年 3月 31日

延岡市企画部情報管理課

課長山本武之様
十一，

I
J
国国一

一町一問問一

円
ピ
百
組
霊
山
」

正

局

藤

道水

首
下上

長

市

市
岡

岡

延

延

平成 20年 3月 17日付で申請のあった行政財産の目的外使用について次の条件を

付して許可します。

1 使用許可財産名 川｜水流地区農業集落排水施設第8号中継ポンプ場内鋼管柱

2 所 在 地 延岡市北方町川｜水流卯 16 4 6番 2

3 使用数量 鋼管柱 1. 0本

4 使用 目 的 延岡市ケーブルテレビエリア拡大事業光ファイパー添架

5 使用期間 平成 20年 4月 1日～平成21年 3月 3r日

6 使 用 料 ￥ 免除 円 ｜納付期限平成年月 日

7 そ の 他

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸または権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ）公序良俗に反する場合 ( 2）係員の指示に従わない場合

(3）許可条件に違反する場合 (4）市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に

書面で承認を受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を消失し又

はき損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間が満了したとき又は許可を取り消したときは速やかに現状に回復し

返還しなければならなし、。ただし、市長が承認したときは、この限りではない。

7 その他。



ー
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（第 1号様式）

道路占用許可書

延土指令第 I 8 ?6 号

平成 20年 1月 -7日

平成：？ ~；年 f 月 ι日

｜新場｜更新 ｜変更 I 

：：者延岡布企＆詐時報管土±＿－~／~－.
氏名言界＼ふ 占ホ丞入 印

TEL ( 0~~コ－ z-;_-7oO今）

線｜現場責任者彪進鎮

TEL 

路線名｜関 7町村守作タト

※｜路線番号

喜｜占用の目的

意l占用の場所
2.歩道

規模

8' t1f1 下 I~~， 8:吻伽

(.f,n t*1f釘
件物用占

太
枠
の
中
の
み
記
入
し
て
下
さ
い
。

平成 20年 ／月 7日から
占用の期間 l ， 

平成 3ο年 3月ヨ／日まで

平成 年 月 日から
工事の期間｜

平成 年 月 日まで

時～

丁目

⑤その他

数 量｜掘削｜掘削部分

も切惚乙｜面積｜影響部分

/'ITT 1' /3悌和＼I区画線延長

閑｜占用物件降岡常キ孟
時｜の構造｜弘（弘7え／身、ルO'M
間｜工事実施
時｜の方法

，m
一，
m
一，
m

道路の
復旧方法 用＼料不ゑ）日

時～

添付書類

占用料 金 ，E納付書番号

道 路 種 別 3 .簡アス

E+F 円（掘削部分）・・・A

円× m) 

路面復旧費

納付書番号
円一円×．＝

計・・・E=A+B+C+D

4.防塵 5 .歩道 6 .その他

（影響部分｝…B 円

（円×. m) 

（カッター長〉…D
ロ1

円× 円

消費税…F=E×汽∞

円 円

1.原因者復旧

2 .仮 復 旧

条件 1. 下記及び裏面のとおりとする。

2. 道路法及びその他関係係法令に基づき施工のこと。

許可条件

平成 20年 1月ー釦申請にかかる道路占用については

上記のとおり道路占用を許可する。

延岡市長首藤正



記載要領

i. I新規｜更新｜変更｜については、該当するものをOで囲み、更新・変更の場合には、従前の許可書文

は回答書の写を添付すること。

2. 申請者が法人である場合には、「住所Jの欄には主たる事務所の所在地、「氏名Jの欄には名称及び代表者の氏

名を記載するとともに、 「現場責任者Jの欄に所属・氏名を記載すること。

3. 「場所Jの欄には、地先地番まで記載すること。占用が2以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記載する

こと。「車道・歩道・その他Jについては、該当するものをOで囲むこと。

4.変更の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更前のものを（ ）書き

組題画面の欄には、道路占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面その他必要な書類を添付すること。

6.本申請書は、占用をしようとする目前、←時占用については7目、その他の場合については14日）までに必ず

提出すること。

7. 申請者が市外居住者の場合は、市内居住者を代理人として定めること。

8. 占用文は占用工事にあたっては、延岡市道路占用規則及び関係法規を遵守し、道路管理者の指示を受けること。

（本申請に要する添付書類）

1.占用地の位置図（縮尺1/2,500）、平面図及び断面図

2.施設文は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図

3.他の法令により、官公署の許可を必要とするものは、その許可書の写し

4.隣接の土地家屋に影響があると認められるものについては、その利害関係人の同意を示す書類

5.道路の復旧を、原因者が行う場合にあっては、その設計書並びに図面

許可条件

1.占用者は工事に着手しようとするときは、速やかに道路管理者に届け出て、その指示を受けること。

2. 占周期間中といえども公益上支障があるとき、または管理者において必要と認めたときは許可を取り消し、無

償で原形に復させることがある。

3.期間満了の場合、若しくは工事が完了した場合は、直ちに道路を原形に復し、占用廃止届けを提出して検査を

受けること。

4. 占用料を指定した期日までに納入しないときは許可を取り消すことがある。

5.道路法施工令第15条、第16条及び第17条に違反した工事をしてはならない。

6.占用の権利を無断で転貸文は譲渡してはならない。

7. 占用によって第三者におよぼした損害は占用者の負担とする。

8.掘削の土砂で交通に支障をきたすおそれがあるときは、他の場所に搬出すること。

9. 占用者は占用又は占用物件の見やすい場所に占用許可書を掲示すること。

10. 占周期間満了若しくは工事が完了し検査終了の後といえども、道路の現状回復に関し液庇または不正があるこ

とが発見された場合は、期間を定めて改造または補修をさせることがある。

11. 占用者は、占用者、保証人または代理人の住所等の変更が生じた場合、速やかに届け出ること。
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｜課室名 情報管理課

起 案 日 平成 21年4月 l日 決 裁 日 平成 21年4月 I 日

課 内 検 討 者 決裁者

起案
課長補佐

情報管理
担当者

責任者
兼運用管

課長
理係長

副主幹兼情

報開発係長
・、

⑧ 
、‘．・

' -
F，、、A

Tel 2138 
意見

A 口 議 者

ファイリング
公印

マネーγャー

意見

（寄

広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

件名 ：行政財産使用許可書の発行について

側エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州支社より更新申請のあった熊野江トンネル及び東谷トン

ネルの地下管路と引き上げ柱の目的外使用許可について、下記のとおり許可したい。



記

1 目的外使用を許可しようとする財産

①東谷トンネル引き上げ管路 12. 7m  

②熊野江トンネル引き上げ管路 7. 5m 

計 20.2m 

③自営柱延情東谷 延情熊野江1延情熊野江2

計 3本

2 申請者の住所及び氏名

福岡市中央区渡辺通2-6-1西鉄薬院駅ピル

側エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州支社

3 使用の目的

大分～宮崎聞の移動通信網の伝送路として

4 使用期間及び許可条件

使用許可期間 平成21年4月1日 ～平成22年3月31日

許可条件 許可書（案）に記載

5 使用料（年額）

①引上げ管路 100円
②電柱添架 3, 780円

計 3,880円

使用料算出根拠

①→延岡市財産条例第9条により、延岡市道路占用料徴収条例を準用。

地下電線その他地下に設ける線類を適用（平成 21年 4月1日改定単価を適用）

20. 2m×4円／年与80円 →100円（同条例により100円未満は100円とする）

②→ NTT電柱添架料と同額とした。

3×1, 260円／年＝3,780円

6 使用許可書案

別紙のとおり

‘E 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・－・・・・・ 包

.. 
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平成21年4月 1日

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州支社様

延 岡 市 長 首 藤 正 治

平成21年3月13日付で、申請のあった行政財産の目的外使用については次の条件を付し

て許可する。

1 使用許可財産名
東谷トンネル引き上げ管路熊野江トンネル引き上げ管路

自営柱：延情東谷 延情熊の江1 延情熊の江2

2 所 在 地 延岡市熊野江町、北浦町大字吉江

3 使 用 数 量 管路20.2m 自営柱 3本

4 使用 目 的 大分～宮崎聞の移動通信網の伝送路として

5 使 用期間 平成21年4月1日～平成22年3月31日

6 使 用 料 ¥3, 880円 ｜納付期限平成21年 4月20日

7 そ の 他

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。なお、取消

変更によって生じた一切の損失は補償しない。

(1）公序良俗に反する場合 (3）係員の指示に従わない場合

(2）許可条件に違反する場合 (4）市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面で承

認を受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部文は一部を滅失し又はき損し

たときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期聞が満了したとき文は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し返還しなけ

ればならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

，． -
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占

32案場1
第1号に掲げる

手生~

用 物 件 単 位 IC＝＝~－~ •• :"d!iQ:_ ＿二｜

長さ1メートルにつき1年

側
一
川
一
川
一

ω一則一川一
g
6
4 

370 

その他のもの

表示面積1平方メートル
につき1
占用面積1平方メートル
につき1
長さ1メートルにつき1年

1,200 

520 

1,600 

法第32条第1項｜外径が0.07メートル未満のもの
第2号に掲げる｜外径が0.1メートノレ未満のもの

外径が0.1メートル以上0.15メー
トノレ未満のもの・
外径が0.15メートル以上0.2メー
トル未満のもの
外径が0.2メートル以上0.3メート
ル未満のもの
外径が0.3メートル以上0.4メート
ル未満のもの
外径が0.4メートノレ以上0.7メート
ル未満のもの
外径が0.7メートル以上1メートル
未満のもの
外径が1メートル以上のもの

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

1,200 

26 
37 

56 

7 

llO 

150 

260 

法蕩32条第I項I地下街及び地下室｜階数が1I占用面積1平方メートル IAに0.004を乗じて得た額
第5号に掲げる｜ ｜のもの ｜につき1年
盗盈

階数が2I IAに0.006を乗じて得た額
のもの

階数が3I IAに0.008を乗じて得た額
以上のも
の

上空に設ける通路 I I 800 
地下に設ける通路 I I 480 
その他のもの I I 1.200 

法第32条第1項｜祭礼、縁日等に際し、一時的に｜占用面積1平方メートノレー
第6号に掲げる｜設けるもの ｜につき1日 I 16 
撞盤

その他のもの 占用面積1平方メートル
につき1月 160 



道路法施行会 看板 一時的に設けるもの 表示面積1平方メートル
｛昭和27年政金 （アーチ につき1月
第479号'2！込下 であるも
「金！とい斗｝第 のを除 160 

7条第1号に掲 く。）
ぜる物佐

その他のもの 表示面積1平方メートル
1,600 

につき1年
標識 1本につき1年 990 
旗ざお 祭礼、縁日等に際 1本につき1日

16 
し、一時的に設ける
その他のもの 1本につき1月 160 

幕｛金第7祭礼、縁日等に際 その面積1平方メートル
16 条第2号 し、一時的に設ける につき1日

に掲~f~ その他のもの その面積1平方メートル
160 

工事用施 につき1月
アーチ 車道を横断するもの 1基につき1月 1,600 

その他のもの 800 
会第7条第2号に掲ぜる工事用施設及び同条第 占用面積1平方メートル
3号に掲~f~工事用材組 につき1月 160 

合第7条第4号に掲ぜる｛亙設建築物及び同条第
120 5号に掲げる施設

金第7条第6号 建築物 階数が1 占用面積1平方メートル
に掲ぜる施設並 のもの につき1年
びに同条第7号 階数が2
に掲~fる施設及 のもの

階数が3 Aに0.014を乗じて得た額
のもの
階数が4
以上のも
の

その他のもの Aに0.01を乗じて得た額

全に筆掲7条第8号 上空、トンネルの上又は高架の Aに0.014を乗じて得た額
げる応魚、仮 その他のもの Aに0.025を乗じて得た額

計

備 考
1第一種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち3条以下の電線
（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を支持するものを、第二
種電柱とは、電柱のうち4条文は5条の電線を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち6条以上
の電線を支持するものをし、うものとする。

2第一種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、
電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち3条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するもの
に限る。以下この号において閉じ。）を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条
の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうもの． 、 ー・

3共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線を
いうものとする。

4表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとするn

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満
であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるとき
は、 1平方メートル又は1メートノレとして計算するものとするo

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、文はその
期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、 1月未満の端数があるときは1月として
計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又は
その期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。



様式第6号（第 16条）

行政財産使用許可申請書 九州ネ11893-452号

sp:1戎21 ~ド ＝~JI 1 a日

延岡市 長 首 j捺正治傑
住所 福岡市中央区波辺通2・6・1西側肌り

申訪者 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ町議会＼

氏名 執行役只九州支社長岩的ん犠判ゆJ
担当者ネットワークff!；リンクa・I・岡担当 ミミシノ
TEL 092-735-8768 

次のとおり行政財産を使用したいので狩可くださるよう rflil1'iしますa

1. 行政財産の
名称 熊野江トンネル・JI[谷トンネル

名 称

及び所在地 所在地 延岡市熊野江l!lf、北浦町大二十：古江

2.財産の種類 1.土地 2. ill 物 G三E二〉
用途 認定屯気通信事業の用lこ供するため

※埋設管布i没の場合

数 ilk 管路20.2m 自営住3本 は口径も記入のこ
3.使用目的

と。

理由（詳細に）

大分～宮崎間の移動通信網の伝送路として

4.使用期間 平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

有償.j賠償

5.使用料
減免を希望する場合はその理由

6.添付書類 ii ffの許可書の写し、位i世図、明細書、線路図等
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占 用物件集計表

（延岡市引上分線管使用）

占用物件 内 訳

数量 備考

管路外径 ケーブル外径 条数

φ50mm φ19.4mm l条 20.2m 延岡市地下管路

地 下

電柱添架（共架電柱）
3本

通信用ケープ、ル [ 0本］

自治体柱（延岡市）
3本

内
[O本］

訳

架 空

道路横断 ／ ／／  

［］はつり線のみ



占 用 物 生
E，8E

．
 

書

管路（既設）明細書

占用市町村名：延岡市

区間 区間長

(m) 条数
。50皿硬質

計
ビニーノレ管

①～② 3. 5 1 7.5 7. 5 

③～④ 4.0 1 5.2 5. 2 

⑤～⑥ 5.2 1 4.0 4.0 

⑦～③ 7.5 1 3.5 3. 5 

合計 20.2 20.2 20.2 



使用物件数量明細書
熊野江トンネル・東谷トンネル

電柱共架 エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州の共架設備

（線路図 通信ケーブル 一

赤色表 所在地 電住所有者 電柱番号
電柱

示） 線種 外径 条数
数量

記事

1 宮崎県延岡市古江 延岡市 延情東谷 l OOSMRl 5-RS-WBB 19.4mm 東谷トンネル

2 宮崎県延岡市熊野江 延岡市 延情熊野江2 100SMR15-RS-WBB 19.4m皿 1 
熊野江トンネノレ

3 宮崎県延岡市熊野江 延岡市 延情熊野江l 100SMR15-RS-WBB 19.4阻 1 1 

) 

i口~ 計 ／ ／ ／  3条 3本









図名｜架空線路図 区間名 ID弥生中継所～N延岡ピJ~

E 施工者｜ ｜縮尺｜ 1/2, 500 

出 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州

作成日｜平成19年6月

図番 1 4/4 


